
近
世
上
方
支
配
の
再
編

藤

本

仁

文

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
～
七
世
紀
末
－
一
八
世
紀
初
頭
に
行
わ
れ
た
江
戸
幕
府
に
よ
る
上
方
支
配
の
再
編
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
期
の
大
き

な
特
徴
と
し
て
、
上
方
で
行
わ
れ
て
い
た
激
し
い
領
主
交
代
が
激
減
す
る
こ
と
、
転
封
を
繰
り
返
し
て
い
た
譜
代
大
名
が
全
国
各
地
で
一
斉
に
定
着
し
て

い
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
本
稿
で
は
こ
の
二
つ
の
変
化
が
連
動
し
て
起
き
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
全
国
支
配
再
編
と
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
｝
七
世
紀
段
階
の
上
方
に
お
い
て
は
、
京
都
所
司
代
ら
幕
府
官
僚
と
譜
代
大
名
の
存
在
形
態
・
役
割
・
権
限
が
未
分
離
で
あ
り
、
両
者
の
合
議
に
よ
る

上
方
支
配
が
展
開
し
た
。
一
七
世
紀
末
1
～
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
両
者
は
最
終
的
に
分
離
し
、
譜
代
大
名
は
外
様
大
名
と
同
様
に
将
軍
を
頂
点
と
す

る
軍
役
体
系
の
も
と
に
編
成
さ
れ
て
全
国
各
地
で
譜
代
藩
と
し
て
定
着
し
て
い
き
、
ま
た
老
中
・
寺
社
奉
行
・
勘
定
奉
行
ら
が
担
当
す
る
全
国
支
配
の
も

と
で
、
京
都
所
司
代
・
大
坂
城
代
を
頂
点
と
す
る
幕
府
支
配
機
構
が
一
定
程
度
の
独
自
性
を
持
ち
な
が
ら
上
方
支
配
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
四
巻
四
号
　
二
〇
　
…
年
七
月

近世上方支配の再編（藤本）

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
、
元
禄
－
享
保
期
に
行
わ
れ
た
江
戸
幕
府
に
よ
る
上
方
支
配
の
再
編
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
当
該
期
の
最
も
大
き
な
変
化
は
、
第
一
に
享
保
期
に
幕
府
勘
定
所
が
そ
れ
ま
で
の
関
東
方
と
上
方
と
い
う
地
域
分
割
を
廃
止
し
て
公
事
方

と
勝
手
方
と
い
う
機
能
分
配
へ
と
機
構
整
備
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
寛
文
期
に
成
立
し
た
京
都
町
奉
行
所
が
山
城
・
大
和
・
近
江
・
丹
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波
・
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
播
磨
の
八
ヶ
国
の
広
域
支
配
を
担
蜜
し
た
が
、
享
保
七
年
（
～
七
二
二
）
に
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
播
磨
の
四
ヶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

国
は
大
坂
町
奉
行
所
の
管
轄
と
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
享
保
の
国
分
け
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
享
保
期
に
重
要
な
政
策
が
集
中
し
て
い

る
が
、
近
年
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
そ
の
端
緒
と
し
て
元
禄
期
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
歴
史
的
評
価
が

必
要
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
元
禄
期
に
関
し
て
は
、
朝
尾
直
弘
氏
が
畿
内
村
落
の
分
析
か
ら
幕
藩
制
支
配
ま
で
一
七
世
紀
の
畿
内
の
歴
史
像
を
立
体
的
に
明
ら
か
に

し
た
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
の
中
で
、
「
上
は
大
名
の
移
動
か
ら
、
下
は
皿
（
「
畿
内
に
お
け
る
初
期
の
新
田
開
発
鳳
－
注
筆
者
）
で
み
た

よ
う
な
統
領
職
の
取
扱
い
に
い
た
る
ま
で
、
単
に
幕
府
の
行
政
機
構
だ
け
で
な
く
、
藩
の
配
置
、
支
配
理
念
ま
で
を
ふ
く
め
て
、
元
禄
期
に
畿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

内
に
お
け
る
幕
藩
制
支
配
は
動
揺
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
以
来
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
朝
尾
氏
は
こ
の
時
期
の

変
化
を
社
会
構
造
の
変
化
に
有
効
に
対
応
で
き
ず
に
動
揺
し
て
い
た
畿
内
の
幕
藩
制
支
配
を
示
す
も
の
と
し
て
い
る
。
近
年
は
、
そ
の
実
態
が

実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
、
よ
り
正
確
に
把
握
で
き
る
段
階
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
大
和
国
の
広
域
支
配
を
担
っ
た
奈
良
奉
行
に
関
し
て
は
大
宮
守
友
氏
が
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
従
来
の
一
員
制
か
ら
二
員
制
と

な
り
、
同
一
五
年
に
元
に
戻
さ
れ
て
常
勤
体
制
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
非
人
番
制
の
形
成
と
関
わ
り
な
が
ら
個
別
領
主
権
を
越
え
て
吟
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

筋
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
し
、
警
察
権
を
積
極
的
に
行
使
し
始
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
当
該
期
に
大
和
国
は
か
つ
て
安
岡
重
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

氏
が
提
起
し
た
、
個
別
領
主
支
配
の
み
な
ら
ず
幕
府
遠
国
奉
行
に
よ
る
広
域
支
配
が
展
開
す
る
「
非
領
国
」
に
該
当
す
る
様
相
に
な
る
と
評
価

し
て
い
る
。
ま
た
村
田
路
人
氏
が
、
こ
の
元
禄
九
－
一
五
年
の
奈
良
奉
行
の
変
化
や
伏
見
・
堺
奉
行
の
一
時
廃
止
と
復
活
が
、
大
坂
町
奉
行
加

藤
七
五
の
罷
免
に
端
を
発
し
た
全
国
の
遠
国
奉
行
政
策
の
一
環
で
あ
り
、
従
来
の
よ
う
に
上
方
内
部
で
は
な
く
元
禄
翠
黛
政
史
の
問
題
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

捉
え
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
幕
府
の
寺
院
行
政
に
関
し
て
、
上
方
を
対
象
地
域
と
し
て
分
析
し
た
聖
賢
善
雄
氏
が
、
元
禄
の
寺

院
改
め
に
よ
っ
て
地
域
の
す
べ
て
の
寺
院
の
宗
旨
・
本
末
関
係
等
々
を
総
調
査
し
て
幕
府
公
認
の
も
の
と
し
て
確
定
し
、
か
つ
そ
れ
を
地
域
の

奉
行
所
の
掌
握
体
制
下
に
お
い
た
こ
と
や
、
寺
社
奉
行
支
配
に
介
在
し
て
地
域
の
奉
行
・
代
官
に
よ
る
寺
院
掌
握
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
を
明
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近世上方支配の再編（藤本〉

　
　
　
　
　
　
⑥

ら
か
に
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
砺
究
に
よ
っ
て
元
禄
期
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
ま
た
当
該
期
の
変
化
を
上
方
内
部
で
完
結
さ
せ
て
分
析

す
る
の
で
は
な
く
、
全
国
支
配
の
変
化
と
の
相
互
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
べ
き
研
究
段
階
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
研
究
を
踏

ま
え
て
、
全
国
支
配
再
編
と
の
関
連
性
・
連
動
性
に
留
意
し
な
が
ら
、
当
該
期
に
行
わ
れ
る
上
方
支
配
の
再
編
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
本
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

で
は
元
禄
期
に
注
目
し
つ
つ
も
、
享
保
期
ま
で
を
一
括
し
て
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
前
期
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
吉
宗
政
権
は

元
禄
一
正
徳
島
の
問
に
積
み
残
さ
れ
た
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
、
「
享
保
改
革
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
政
治
改
革
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
た
め
本
稿
で
は
、
元
禄
か
ら
享
保
ま
で
を
一
括
し
た
時
期
と
し
て
捉
え
、
な
お
か
つ
幕
藩
体
制
が
こ
の
時
期
を
潜
り
抜
け
る
こ
と
で
、
一

八
世
紀
の
日
本
が
一
七
世
紀
段
階
と
は
質
的
に
異
な
る
特
質
を
持
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
分
析
す
る
。
ま
た
こ
の
場
合
、
元
禄
一
享
保
期
の
画

期
性
の
み
に
重
点
を
置
く
の
で
は
な
く
、
寛
文
・
延
宝
期
に
形
を
整
え
た
幕
藩
体
制
が
そ
の
蓄
積
を
踏
ま
え
て
当
該
期
に
ど
の
よ
う
な
質
的
変

化
を
起
こ
す
か
、
そ
し
て
変
化
し
た
幕
藩
体
制
が
宝
暦
一
天
明
期
に
ど
の
よ
う
な
新
し
い
政
治
・
社
会
状
況
を
生
み
出
し
て
い
く
か
と
い
う
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

続
面
を
重
視
し
て
、
近
世
の
申
で
当
該
期
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
。
朝
尾
氏
が
か
つ
て
近
世
史
研
究
の
問
題
点
と
し
て
、
「
前
期
の
研

究
と
中
後
期
の
研
究
の
断
絶
、
対
話
の
不
成
立
」
「
前
期
の
研
究
と
中
後
期
の
研
究
は
断
絶
の
度
を
深
め
、
ち
ょ
う
ど
、
分
断
さ
れ
た
爬
虫
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
、
あ
た
ま
と
胴
が
そ
れ
ぞ
れ
べ
つ
の
運
動
を
開
始
し
た
よ
う
な
状
況
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
B
本
近
世
の
中

で
当
該
期
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
持
つ
か
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
、
以
上

の
問
題
関
心
か
ら
、
上
方
を
事
例
と
し
て
元
禄
－
享
保
期
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
行
う
も
の
で
も
あ
る
。

　
な
お
右
で
述
べ
た
問
題
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
具
体
的
に
は
以
下
の
二
つ
の
課
題
を
設
定
す
る
。
第
｝
の
課
題
は
、
譜
代
大
名
の
役

割
・
存
在
意
義
に
注
目
し
て
当
該
期
の
上
方
支
配
の
再
編
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
山
本
博
文
氏
が
淀
・
高
槻
藩
主
の
両
永
井
や
島
原

藩
主
高
力
ら
の
役
割
に
注
目
し
、
「
幕
府
戦
略
上
か
ら
あ
る
地
方
に
封
じ
ら
れ
た
譜
代
大
名
は
、
旗
本
で
あ
る
遠
国
奉
行
を
指
導
す
る
立
場
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

あ
り
、
幕
藩
制
国
家
権
力
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
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一
七
世
紀
段
階
の
上
方
支
配
さ
ら
に
は
全
国
支
配
の
特
質
を
端
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
幕
府
に
よ
る
支
配
と
い
う
と

奉
行
・
代
官
の
役
割
の
み
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
は
上
方
支
配
研
究
も
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
永
井

兄
弟
の
よ
う
な
譜
代
大
名
に
注
目
し
て
、
寛
永
－
覧
文
書
の
京
都
所
司
代
・
両
永
井
と
諸
奉
行
の
合
議
機
関
で
あ
る
八
人
衆
体
制
に
よ
る
支
配

　
⑪

か
ら
、
元
禄
－
享
保
期
に
確
立
す
る
幕
府
支
配
機
構
に
よ
る
上
方
支
配
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
第
二
の
課
題
は
、
上
方
で
行
わ
れ
て
い
た
激
し
い
領
主
交
代
の
激
減
お
よ
び
全
国
各
地
に
お
け
る
譜
代
大
名
の
転
封
の
激
減
と
い
う
、
当
該

期
に
起
こ
る
二
つ
の
変
化
の
関
連
性
・
連
動
性
に
注
閉
し
て
、
上
方
支
配
の
再
編
と
全
国
支
配
再
編
と
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
一
七
世
紀
段
階
で
は
上
方
の
多
く
の
地
域
で
激
し
い
領
主
交
代
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
世
紀
以
降
幕
府
領
と
役
知
領
を
交
互

に
繰
り
返
す
決
ま
っ
た
地
域
だ
け
で
領
主
交
代
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
譜
代
大
名
に
関
し
て
も
、
全
国
各
地
に
転
封
を
繰
り
返
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
期
に
各
地
で
一
斉
に
定
着
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
何
故
領
主
交
代
が
激
減
す

る
の
か
、
何
故
譜
代
大
名
は
定
着
す
る
の
か
と
い
う
理
由
を
説
明
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
存
在
し
な
い
。
本
稿
で
は

こ
の
上
方
内
部
で
の
変
化
と
全
国
各
地
で
起
こ
る
変
化
が
一
つ
の
共
通
し
た
背
景
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
上
方
を
事
例
に
し
て

当
該
期
に
行
わ
れ
た
全
国
支
配
再
編
の
　
端
を
明
ら
か
に
す
る
。

①
大
石
慎
三
郎
『
享
保
改
革
の
経
済
政
策
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
～
）
、
大

　
石
学
『
享
保
改
革
の
地
域
政
策
㎏
（
吉
川
弘
文
館
、
～
九
九
六
）
、
村
田
路
人
「
幕

　
府
上
方
支
配
機
構
の
再
編
」
（
大
石
学
編
燗
日
本
の
時
代
史
一
六
　
享
保
改
革
と

　
社
会
変
容
瞼
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
）
等
参
照
。

②
朝
尾
直
弘
「
畿
内
に
お
け
る
幕
藩
制
支
配
」
命
朝
尾
直
弘
著
作
集
』
第
一
巻

　
（
剛
石
波
幽
鳳
店
、
　
二
〇
〇
｝
二
）
、
以
下
前
掲
朝
尾
瓢
醐
文
）
　
｝
二
五
山
ハ
頁
。

③
大
宮
守
友
㎎
近
世
の
畿
内
と
奈
良
奉
行
輪
（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
）
。

④
安
岡
重
明
門
近
畿
に
お
け
る
封
建
支
配
の
性
格
一
非
領
国
に
関
す
る
覚
書

　
一
」
（
同
『
日
本
封
建
経
済
政
策
史
論
』
（
大
阪
大
学
経
済
学
部
社
会
経
済
研
究

　
室
、
一
九
五
九
）
、
初
鼠
は
一
九
五
八
）
。

⑤
村
田
路
人
「
元
禄
期
に
お
け
る
伏
見
・
梅
郷
奉
行
の
一
時
廃
止
と
幕
府
の
遠
国

　
奉
行
政
策
」
（
明
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
㎞
四
三
、
二
〇
〇
三
、
以
下

　
前
掲
村
田
論
文
）
。

⑥
杣
田
善
雄
「
近
世
前
期
の
寺
院
行
政
扁
（
同
『
幕
藩
権
力
と
寺
院
・
門
跡
』
（
思

　
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
）
、
初
出
は
一
九
入
｝
）
。

⑦
拙
稿
門
元
禄
」
享
保
期
三
都
に
お
け
る
消
防
制
度
設
立
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
㎏
二

　
〇
九
、
二
〇
〇
八
、
以
下
拙
稿
①
）
。
本
稿
と
岡
様
の
視
角
か
ら
当
該
期
を
分
析

　
し
た
成
果
と
し
て
、
前
掲
大
石
慎
三
郎
著
、
高
埜
利
彦
コ
八
世
紀
前
半
の
日
本
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近世上方支配の再編（藤本）

　
1
泰
平
の
な
か
の
転
換
1
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
　
＝
二
、
一
九
九
四
）

　
が
あ
る
。

⑧
大
石
学
編
噸
日
本
の
時
代
史
一
六
享
保
改
華
と
社
会
変
容
㎞
の
「
あ
と
が

　
き
」
で
は
、
近
世
の
転
換
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
点
に
関
す
る
研
究
史
の
整

　
理
や
当
該
期
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
現
状
の
問
題
等
が
簡
潔
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

⑨
　
朝
尾
薩
弘
門
近
世
の
政
治
と
経
済
（
1
）
」
（
『
朝
尾
直
弘
著
作
集
h
第
八
巻
（
岩

　
波
書
店
、
工
○
〇
四
）
、
初
出
は
一
九
六
九
）
四
三
・
四
四
頁
。

⑩
山
本
博
文
『
寛
永
時
代
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
）
一
二
八
頁
、
同
門
幕

　
藩
制
の
成
立
と
近
世
の
国
制
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
〇
）
　
一
六
六
頁
。

⑪
前
掲
朝
尾
論
文
。

⑫
入
木
哲
浩
「
大
坂
周
辺
の
所
領
配
置
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
睡
壬
三
、
一

　
九
六
七
）
、
藤
野
保
噸
新
訂
幕
藩
体
制
史
の
研
究
㎏
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
）

　
五
七
四
～
五
八
七
頁
。

第
一
章
　
元
禄
一
享
保
期
以
前
の
京
都
所
司
代
・
大
坂
城
代

　
上
方
は
、
関
東
と
並
ぶ
江
戸
幕
府
の
拠
点
地
域
で
あ
り
、
こ
の
た
め
上
方
に
は
京
都
所
司
代
・
大
坂
城
代
と
い
う
老
中
に
次
ぐ
幕
府
の
重
職

が
置
か
れ
、
両
舌
を
頂
点
と
す
る
支
配
機
構
が
当
該
地
域
の
支
配
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
江
戸
幕
府
に
よ
る
上
方
支
配
を
本
格
的
に
明

ら
か
に
し
た
の
が
す
で
に
触
れ
た
朝
尾
氏
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
寛
永
一
寛
漁
期
に
所
司
代
・
両
永
井
と
諸
奉
行
の
合
議
機
関
で
あ
る
八
人
衆
体

制
に
よ
る
支
配
に
注
目
し
て
、
江
戸
か
ら
相
対
的
独
自
性
を
も
っ
て
上
方
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
、
一

九
七
〇
年
代
の
国
奉
行
制
研
究
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
時
期
的
な
画
期
と
し
て
は
、
上
方
八
ヶ
国
の
広
域
支
配
を
担
当
す
る
京
都
町
奉
行
所
が

成
立
す
る
寛
文
期
や
、
「
国
分
け
」
が
行
わ
れ
る
享
保
期
に
注
目
が
集
ま
り
、
ま
た
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
所
領
を
越
え
て
広
域
支
配
を
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

す
る
京
都
・
大
坂
町
奉
行
所
な
ど
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
近
年
岩
城
卓
二
氏
が
西
国
支
配
の
軍
事
拠
点
と
し
て
の
大
坂
に
注
目
し
て
大

坂
城
代
を
組
み
込
ん
だ
支
配
機
構
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
小
倉
宗
氏
が
近
世
中
後
期
の
幕
府
上
方
支
配
機
構
に
つ
い
て
、
所
司
代
は
京
都
町

奉
行
や
伏
見
・
奈
良
奉
行
や
禁
裏
附
を
、
大
坂
城
代
は
大
坂
町
奉
行
・
堺
奉
行
を
そ
れ
ぞ
れ
指
揮
監
督
し
、
所
司
代
と
城
代
を
頂
点
に
、
東
西

の
四
力
国
を
対
象
と
す
る
二
つ
の
支
配
機
構
が
並
び
立
っ
て
、
江
戸
か
ら
｝
定
程
度
の
独
自
性
を
保
ち
な
が
ら
、
上
方
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
部
分
的
に
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
長
官
と
し
て
上
方
支
配
を
統
轄
す
る
所
司
代
・
大
坂
城
代
を
組
み

込
み
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
が
持
つ
特
色
や
権
限
の
違
い
を
踏
ま
え
て
そ
の
相
互
関
連
性
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
支
配
機
構
論
と
し
て
立
体
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的
に
か
つ
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
は
じ
め
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
の
所
司
代
・
城
代
は
、
旗
本
が
任
じ
ら
れ
る
遠
国
奉
行
と
は
異
な
り
、
譜
代
大
名
が
任
じ
ら
れ
る
大
名
役
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
・
存
在
形
態
が
元
禄
－
享
保
期
を
境
に
大
き
く
転
換
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
近
年
横
田
冬
彦
氏
が
、
当
初
所
司
代
・
城
代
は
任
命
さ
れ
る
と
居
城
を
他
大
名
に
引
き
渡
し
て
京
都
・
大
坂
に
赴
任
し
て
い
た
が
、
元

禄
一
享
保
期
以
降
は
居
城
を
有
し
た
ま
ま
赴
任
す
る
よ
う
に
変
化
す
る
こ
と
を
「
寛
政
重
器
諸
家
譜
」
を
丁
寧
に
読
み
込
む
こ
と
で
明
ら
か
に

　
③

し
た
。
具
体
例
を
あ
げ
る
と
、
寛
文
二
年
（
＝
ハ
六
二
）
大
坂
城
代
に
任
命
さ
れ
た
小
諸
藩
主
青
山
宗
俊
が
小
諸
城
と
領
地
を
幕
府
に
引
き
渡

し
て
大
坂
に
赴
任
し
、
～
方
小
諸
に
は
新
た
に
酒
井
忠
能
が
封
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
青
山
は
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
城

代
を
退
任
す
る
が
、
青
山
に
代
わ
っ
て
大
坂
城
代
を
命
じ
ら
れ
た
浜
松
藩
主
太
田
資
次
は
そ
の
居
城
の
浜
松
城
を
明
け
渡
し
て
大
坂
に
赴
任
し
、

代
わ
り
に
浜
松
に
は
青
山
が
入
越
し
て
い
る
。
従
来
は
「
寛
政
重
量
諸
家
譜
」
等
の
記
述
か
ら
両
役
に
は
城
持
で
は
な
い
譜
代
大
名
が
混
じ
っ

て
い
る
こ
と
は
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
た
が
、
任
命
以
前
に
居
城
を
持
っ
て
い
た
譜
代
大
名
も
、
所
司
代
・
城
代
就
任
を
機
に
そ
の
居
城
を
明

け
渡
し
て
上
方
に
赴
任
す
る
と
い
う
事
実
が
確
認
さ
れ
た
。
つ
ま
り
小
諸
藩
主
や
浜
松
藩
主
等
の
各
藩
主
の
立
場
で
鼻
溝
に
就
任
す
る
こ
と
は

な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
元
禄
四
年
（
＝
ハ
九
一
）
閏
八
月
二
六
日
に
所
司
代
に
任
じ
ら
れ
た
三
河
吉
田
藩
主
小
笠
原
長
重
は
、
吉
田
城
や
そ
の
領
地
を

有
し
た
ま
ま
吉
田
藩
主
の
立
場
で
赴
任
し
、
ま
た
享
保
三
年
（
～
七
一
八
）
八
月
四
日
に
大
坂
城
代
に
任
じ
ら
れ
た
美
濃
加
納
藩
主
安
藤
重
行

は
、
加
納
城
や
領
地
を
有
し
た
ま
ま
加
納
藩
主
の
立
場
で
赴
任
す
る
よ
う
に
な
る
。
以
降
両
役
と
も
に
暫
く
は
こ
れ
以
前
の
形
式
を
取
る
も
の

が
混
在
す
る
も
の
の
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
最
終
的
に
切
り
替
わ
る
。
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
理
解
さ
れ
説
明
さ
れ
て
き
た
所
司
代
・
城

代
は
、
元
禄
－
享
保
期
に
転
換
し
て
以
降
の
両
役
で
あ
り
、
当
該
期
以
前
の
所
司
代
・
城
代
は
、
二
条
城
も
し
く
は
大
坂
城
以
外
に
拠
点
を
持

た
な
い
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
同
じ
大
名
役
と
は
い
う
も
の
の
、
元
禄
－
享
保
期
以
前
と
以
後
で
は
そ
の
内
実
は
大
き
く
異
な

る
。
こ
の
転
換
が
意
昧
す
る
と
こ
ろ
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
以
上
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
た
め
、
ま
ず
こ
の
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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近世上方支配の再編（藤本）

　
【
史
料
1
】
は
す
で
に
触
れ
た
寛
文
二
年
に
大
坂
城
代
に
就
任
し
た
青
山
宗
俊
に
、
同
四
年
四
月
五
日
付
で
出
さ
れ
た
領
知
宛
行
状
で
あ
る
。

青
山
が
大
坂
城
代
に
任
命
さ
れ
た
た
め
、
小
諸
城
と
そ
の
領
地
を
引
き
渡
し
て
大
坂
に
赴
任
し
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。

　
　
　
④

【
史
料
1
】

　
河
内
国
若
江
・
茨
田
・
河
内
・
最
良
四
面
之
内
壱
万
六
千
四
百
八
拾
七
石
八
斗
余
、
和
泉
国
日
根
・
大
鳥
・
和
泉
三
郡
内
壱
万
三
千
九
百
九
拾
九
石
四
斗
余
、

　
摂
津
国
住
吉
・
河
辺
・
嶋
下
三
郡
内
八
千
九
百
五
拾
七
石
蚤
斗
余
、
芥
川
領
之
内
五
百
五
拾
五
石
壱
結
了
、
遠
江
國
敷
智
郡
内
五
千
石
、
栢
模
国
大
住
郡
内

　
弐
千
九
百
九
拾
五
石
三
斗
余
、
武
蔵
国
橘
樹
・
荏
原
両
郡
内
弐
千
四
石
六
畜
余
、
都
合
五
万
石
胴
総
在
事
、
充
行
之
詑
、
全
出
石
知
者
也
、
伍
如
件

　
　
　
寛
文
四
年
四
月
五
日
御
朱
印
　
　
　
　
　
　
　
　
筆
者
　
神
尾
小
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
山
因
幡
守
（
宗
俊
）
と
の
へ

　
【
史
料
1
】
の
中
に
、
小
諸
城
・
城
黒
地
と
な
る
信
濃
国
佐
久
郡
周
辺
の
記
載
が
な
い
。
こ
の
領
知
宛
行
状
は
四
代
将
軍
家
綱
の
代
替
わ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
際
し
て
一
斉
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
青
山
の
後
に
小
諸
城
に
入
っ
た
酒
井
忠
能
に
も
同
日
付
の
領
知
宛
行
状
が
出
さ
れ
て
い
る
。
酒

井
は
信
濃
国
佐
久
郡
五
五
箇
村
を
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
与
え
ら
れ
た
村
も
確
認
で
き
、
こ
の
段
階
で
小
諸
城
は
酒
井
の
居
城
で
あ
っ
た
こ

と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
「
寛
政
重
修
羅
家
譜
」
だ
け
で
な
く
、
領
知
宛
行
状
か
ら
も
こ
の
点
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
豊
富
な
史
料
で
そ
の
動
き
を
確
認
で
き
る
土
屋
政
直
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。
土
屋
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
七
月
一
〇

日
に
大
坂
城
代
に
就
任
し
、
さ
ら
に
同
二
年
九
月
に
所
司
代
に
就
任
し
、
同
四
年
　
○
月
に
老
中
に
就
任
し
て
い
る
。
ま
ず
門
史
料
2
】
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
江
芦
幕
府
B
記
」
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
二
月
一
二
日
の
記
述
で
あ
る
。
な
お
、
【
史
料
2
】
の
前
提
と
し
て
、
天
和
元
年
一
〇
月
田
中

藩
主
酒
井
忠
能
改
易
後
、
酒
井
の
居
城
で
あ
っ
た
田
中
城
に
、
翌
二
年
正
月
土
浦
藩
主
土
屋
が
上
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
。

門
史
料
2
】

　
　
一
、
御
座
間
江
面
々
被
為
　
召
之
、
得
替
被
　
仰
付
、
所
謂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
中
務
大
輔
（
忠
国
）
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右
者
自
奥
州
福
嶋
以
本
高
拾
五
万
石
、
播
州
姫
路
江
所
衣
被
　
言
出
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
屋
相
模
守
（
政
直
）

　
　
　
　
　
右
者
従
常
陸
土
浦
、
以
本
高
四
万
五
千
石
、
駿
河
田
中
江
所
替
被
　
仰
西
之
、

　
【
史
料
2
】
か
ら
、
こ
の
時
土
屋
が
土
浦
よ
り
田
中
へ
転
封
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
田
中
城
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
。
な
お
「
常
陸
土
浦
土
量
家
文
書
」
に
は
、
田
中
城
修
復
許
可
に
関
す
る
天
和
三
年
八
月
三
日
付
の
老
中
奉
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
土
屋
が

土
浦
か
ら
田
中
へ
転
封
し
た
の
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
続
い
て
【
史
料
3
】
は
こ
の
一
年
半
後
の
貞
享
元
年
七
月
の

「
江
戸
幕
府
日
記
」
の
記
述
で
あ
る
。

【
史
料
3
】

　
　
（
一
〇
日
）

　
　
｝
、
御
座
間
江
土
屋
栢
模
守
（
政
直
）
被
召
出
、
大
坂
御
城
代
被
仰
付
之
、
其
上
御
加
増
弐
万
石
弓
下
思
　
御
璽
有
之

　
　
（
　
九
日
）

　
　
一
、
太
田
備
申
守
（
資
直
）
召
出
、
駿
州
田
申
城
江
建
替
被
　
仰
付
之
旨
、
堀
田
筑
前
守
（
正
俊
）
伝
達
之
、
老
中
列
座
席
西
湖
間
之
前

　
田
中
藩
主
土
屋
が
大
坂
城
代
に
任
じ
ら
れ
て
二
万
石
を
加
増
さ
れ
た
。
ま
た
同
月
一
九
日
に
は
太
田
資
質
が
田
中
へ
転
封
を
命
じ
ら
れ
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
後
幕
府
目
付
が
派
遣
さ
れ
田
中
城
の
引
き
渡
し
が
行
わ
れ
て
、
田
中
城
は
太
田
の
居
城
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
土
屡
は
居
城
が
な
い
状

態
で
大
坂
城
を
預
か
る
大
坂
城
代
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
【
史
料
4
】
は
土
屋
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
同
年
＝
月
一
五
日
の
日
付
を
持
つ

領
知
宛
行
状
写
で
あ
り
、
こ
の
点
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
同
年
九
月
一
＝
日
に
は
、
延
宝
八
年
に
将
軍
と
な
っ
た
徳
川
綱
吉
が
代
替
わ
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

領
知
宛
行
状
を
一
斉
発
給
し
て
お
り
、
土
屋
に
は
こ
の
転
封
に
関
連
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
⑩

【
史
料
4
】

　
摂
津
国
学
上
郡
之
内
弐
箇
村
、
嶋
下
郡
之
内
弐
箇
村
、
川
辺
郡
之
内
八
箇
村
、
東
生
郡
之
内
弐
箇
村
、
住
吉
郡
上
内
拾
弐
箇
村
、
和
泉
国
大
国
郡
之
内
四
箇
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村
、
和
泉
郡
之
内
九
箇
村
、
日
根
郡
之
内
拾
箇
村
、
河
内
国
若
江
郡
上
内
拾
七
箇
村
、
河
内
郡
之
内
六
箇
村
、
茨
田
郡
之
内
三
箇
村
、
讃
良
郡
之
内
弐
箇
村
、

　
近
江
国
浅
井
郡
之
内
九
箇
村
、
伊
香
郡
之
内
拾
七
箇
村
、
常
陸
国
茨
城
郡
之
内
拾
四
箇
村
、
上
総
国
山
辺
郡
之
内
五
箇
村
、
高
六
万
五
千
石
坪
僻
在
事
、
充

　
行
之
誌
、
全
可
領
知
者
也
、
伍
如
件

　
　
貞
享
元
年
十
一
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
屋
相
模
守
（
政
直
）
と
の
へ

　
土
屋
は
田
中
城
・
城
素
地
と
な
る
駿
河
国
志
太
郡
周
辺
に
は
全
く
領
地
を
持
た
ず
、
さ
ら
に
土
浦
城
・
城
素
地
と
な
る
常
陸
国
詰
治
郡
周
辺

に
も
領
地
が
全
く
な
く
、
土
浦
藩
主
時
代
に
与
え
ら
れ
た
茨
城
郡
内
四
箇
村
の
み
を
そ
の
ま
ま
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
寛
文
九
年
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

三
日
付
の
領
知
宛
行
実
写
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
を
比
較
す
る
と
、
【
史
料
4
】
で
記
述
さ
れ
て
い
る
領
地
の
大
半
は
こ
の
城
代
就
任
時

に
新
規
に
上
方
で
与
え
ら
れ
た
領
地
で
あ
る
。
土
屋
は
こ
の
ま
ま
同
二
年
九
月
に
所
司
代
と
な
り
、
同
職
年
一
〇
月
老
中
就
任
を
機
に
土
浦
城

を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
土
浦
城
は
土
屋
の
所
司
代
退
任
と
同
時
に
大
坂
城
代
に
就
任
し
た
松
平
信
興
が
大
坂
へ
赴
任
す
る
た
め

に
明
け
渡
さ
れ
、
土
屋
の
居
城
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
方
土
屋
の
代
わ
り
に
田
中
城
に
入
る
太
田
丁
霊
は
、
延
宝
六
年
か
ら
貞
享
元
年
ま
で
大
坂
城
代
で
あ
っ
た
太
田
資
次
の
嫡
子
で
あ
る
。
太

田
資
次
が
延
宝
六
年
の
城
代
就
任
時
に
浜
松
城
を
明
け
渡
し
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
城
代
太
田
の
領
地
は
、
摂
津
国
津
下
・
河
辺
・
住

吉
、
和
泉
国
大
鳥
・
和
泉
・
日
根
、
河
内
国
若
江
・
河
内
・
茨
田
・
讃
良
、
下
総
国
豊
田
、
常
陸
国
河
内
・
新
治
で
五
二
〇
〇
〇
石
余
で
あ
っ

た
。
貞
享
元
年
三
月
　
九
日
に
資
次
が
死
去
し
、
こ
の
た
め
嫡
子
資
直
に
大
坂
へ
の
暇
が
出
さ
れ
、
六
月
　
四
日
に
資
次
の
遺
領
を
引
き
継
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
の
の
、
【
史
料
3
】
の
よ
う
に
同
年
七
月
一
九
日
に
田
中
城
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
領
知
目
録
書
抜
」
に
は
【
史
料
4
】
と
同
じ

日
付
で
太
田
薫
直
に
出
さ
れ
た
領
知
宛
行
状
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
駿
河
国
志
太
郡
五
八
箇
村
（
二
一
四
九
四
石
一
書
冊
）
、
同

門
頭
郡
一
七
箇
村
（
五
九
七
一
石
四
熱
闘
）
、
遠
江
国
榛
原
郡
四
箇
村
（
　
六
六
五
石
九
斗
余
）
、
同
城
飼
郡
四
箇
村
（
二
四
三
石
九
二
余
）
、
下
総

国
豊
田
郡
二
七
箇
村
（
＝
一
六
五
石
七
型
余
）
、
同
岡
田
郡
　
0
箇
村
（
五
五
九
七
四
囲
）
、
常
陸
国
河
内
郡
若
菜
村
（
二
〇
四
一
石
一
斗
余
）
、
同
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新
治
郡
三
箇
村
（
九
五
八
石
製
斗
余
）
、
合
わ
せ
て
五
〇
〇
三
七
石
八
工
銭
が
与
え
ら
れ
た
。
駿
河
国
志
太
・
空
頭
郡
の
村
々
が
田
中
城
・
城
付

地
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
た
め
上
方
に
あ
っ
た
太
田
の
領
地
は
幕
府
領
に
切
り
替
わ
る
か
、
も
し
く
は
新
城
代
の
土
屋
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
貞
享
元
年
土
屋
が
大
坂
城
代
就
任
を
機
に
、
田
中
城
を
明
け
渡
し
て
大
坂
周
辺
で
領
地
を
与
え
ら
れ
て
赴
任
し
、
～
方
大

坂
周
辺
に
領
地
を
持
つ
が
居
城
が
な
い
太
田
が
田
中
城
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
交
換
転
封
に
近
い
形
態
を
と
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

す
で
に
触
れ
た
延
宝
六
年
の
青
山
宗
俊
と
太
田
資
次
の
ケ
ー
ス
と
似
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
就
任
以
前
に
城
持
大
名
で
あ
っ
た
場

合
は
、
就
任
を
機
に
そ
の
居
城
を
幕
府
に
引
き
渡
し
て
上
方
に
赴
任
し
て
お
り
、
い
ず
れ
の
所
司
代
・
城
代
も
居
城
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
元
禄
四
年
吉
田
藩
主
小
笠
原
長
重
の
所
司
代
就
任
時
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
以
降
は
居
城
や
領
地
を
引
き
渡
さ
ず

に
そ
の
ま
ま
赴
任
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

　
【
史
料
5
】
は
、
「
江
戸
幕
府
日
記
」
の
元
禄
一
〇
年
四
月
～
九
日
の
記
述
で
あ
る
。

【
史
料
5
】

今
日
　
八
代
姫
君
様
為
御
祝
儀
、
諸
大
名
・
諸
役
人
登
　
城
、
　
御
目
見
江
者
無
御
座
、

　
　
　
　
御
役
替

御
老
中

　
壱
万
石
御
加
増
岩
付
二
城
地
江
所
替

京
都
所
司
代

　
　
　
　
　
屋
敷
替

牧
野
備
前
守
（
成
春
）
屋
敷

松
平
紀
伊
守
屋
敷

小
笠
原
佐
渡
守
（
長
重
）

松
平
紀
伊
守
（
信
庸
）

小
笠
原
佐
渡
守

牧
野
備
前
守

御
老
中
御
逢
回
書
退
出
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小
笠
原
佐
渡
守
屋
敷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
紀
伊
守

　
右
之
通
被
　
仰
付
之

　
小
笠
原
長
重
が
老
中
に
任
じ
ら
れ
て
岩
槻
へ
転
封
と
な
り
、
京
都
所
司
代
に
は
丹
波
篠
山
藩
主
松
平
信
庸
が
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
松
平
信
庸

は
、
同
四
年
に
小
笠
原
が
吉
田
城
を
引
き
渡
さ
ず
に
、
居
城
と
し
て
有
し
た
ま
ま
上
方
に
赴
任
し
た
の
と
同
様
に
、
篠
山
城
を
居
城
と
し
た
ま

ま
赴
任
し
た
。
な
お
領
地
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
役
職
就
退
任
と
連
動
し
て
江
戸
屋
敷
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
松
平
信
庸
の
場
合
、
居
城
が
丹
波
国
と
い
う
比
較
的
京
都
か
ら
近
距
離
に
あ
る
が
、
以
降
享
保
二
年
に
は
信
濃
上
田
藩
主
松
平
地
固
や
寛

保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
は
日
向
延
岡
藩
主
牧
野
貞
通
ら
が
居
城
を
引
き
渡
さ
ず
に
京
都
へ
赴
任
す
る
こ
と
に
な
り
、
全
国
各
地
の
譜
代
大
名

が
転
封
す
る
こ
と
な
く
就
任
す
る
形
式
が
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
元
禄
四
年
以
前
の
京
都
所
司
代
お
よ
び
享
保
三
年
以
前
の
大
坂
城
代
は
、
任
命
と
と
も
に
そ
の
居
城
を
失
い
、
上
方
に
領
地

を
宛
行
わ
れ
て
赴
任
し
て
く
る
大
名
役
で
あ
っ
た
。
横
田
氏
が
、
「
大
坂
城
の
本
丸
に
は
幕
府
の
大
番
が
在
番
で
入
っ
て
お
り
、
大
坂
の
城
下

町
も
大
坂
町
奉
行
の
管
理
下
に
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
大
坂
藩
が
成
立
す
る
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
単
な
る
赴
任
で
は
な

く
、
も
と
の
居
城
を
失
っ
て
領
地
も
上
方
に
移
さ
れ
、
ま
た
全
家
臣
団
や
そ
の
家
族
も
引
き
連
れ
て
大
坂
へ
移
動
し
て
く
る
当
該
期
以
前
の
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

代
を
「
「
大
坂
城
代
藩
」
と
で
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
正
鵠
を
得
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
後
に
藩
と
し
て
は
伝
わ
ら
な
い

も
の
の
、
上
方
に
大
名
と
し
て
転
封
し
て
く
る
こ
と
は
そ
の
他
の
大
名
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
大
名
と
同
じ
よ
う
に
領

知
宛
行
状
の
発
給
を
受
け
た
り
、
退
任
後
に
関
東
・
東
海
の
大
名
と
の
交
換
転
封
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　
以
上
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
「
江
戸
幕
府
日
記
」
の
記
述
や
六
通
の
領
知
宛
行
状
な
ど
か
ら
も
間
違
い
の
な

い
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
以
下
で
は
こ
の
変
化
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
特
に
『
歴
史
科
学
』
一
九
二
（
大
阪
歴
史
科
学
協
議
会
、
二
〇
〇
八
）
が
最

　
①
村
田
路
人
噸
近
世
広
域
支
配
の
研
究
㎞
（
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
）
、
藪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
の
研
究
史
整
理
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
田
貫
槻
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
㎞
（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
五
）
等
参
照
。

11 （551）



②
岩
城
卓
二
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
㎞
（
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
）
、
小
倉

　
宗
門
近
世
申
後
期
幕
麿
の
上
方
支
配
一
『
御
仕
置
例
類
集
』
の
検
討
を
中
心
に

　
一
」
（
噛
法
制
史
研
究
』
五
七
、
二
〇
〇
七
）
、
岡
「
近
世
中
後
期
の
上
方
に
お

　
け
る
幕
府
の
支
配
機
構
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
一
七
－
一
一
、
二
〇
〇
八
）
、
同

　
「
近
世
中
後
期
上
方
の
幕
府
機
構
と
京
都
・
大
坂
町
奉
行
」
（
『
史
林
』
九
二
一
四
、

　
一
～
○
〇
九
、
以
下
前
掲
小
倉
論
文
）
、
同
「
近
世
中
後
期
幕
府
の
上
方
支
配
機
構

　
に
お
け
る
京
都
・
大
坂
町
奉
行
」
（
『
日
本
史
研
究
㎏
五
六
八
、
二
〇
〇
九
）
。

③
横
田
冬
彦
「
「
非
領
国
」
に
お
け
る
譜
代
大
名
」
（
噸
地
域
史
研
究
一
尼
崎
市

　
立
地
域
研
究
史
料
館
紀
要
！
』
二
九
－
二
、
二
〇
〇
〇
、
以
下
前
掲
横
田
論

　
文
）
六
二
一
六
七
頁
。
以
下
、
本
章
に
お
け
る
所
司
代
・
城
代
に
関
す
る
記
述
は
、

　
特
に
注
記
し
な
い
か
ぎ
り
、
横
田
論
文
お
よ
び
『
寛
政
重
縫
諸
家
譜
』
に
よ
る
。

④
国
立
史
料
館
編
『
史
料
館
叢
轡
－
寛
文
朱
印
留
㎞
上
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
八
○
）
一
七
〇
頁
。
青
山
宗
俊
に
関
し
て
は
、
大
坂
城
代
に
任
命
さ
れ
て
大

　
坂
城
に
赴
任
し
た
際
の
記
録
が
、
隅
大
坂
城
代
記
録
㎞
（
一
）
～
（
四
）
（
大
阪
城

第
二
章
　
上
方
に
お
け
る
藩
の
確
立

　
天
守
閣
、
二
〇
〇
六
～
二
〇
〇
九
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

⑤
㎎
史
料
館
叢
嘗
－
寛
文
朱
印
留
㎞
上
巻
二
一
二
買
。

⑥
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。
な
お
以
下
で
「
江
戸
幕
府
日
記
」
を
出
典
と
し
た
場
合

　
は
、
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
使
用
し
た
。

⑦
「
老
中
書
状
（
田
中
城
修
復
・
堀
埋
立
）
」
（
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
」
八
六

　
一
一
（
人
聞
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
）
）
。

⑧
　
「
江
戸
幕
府
日
記
」
貞
享
元
年
～
○
月
　
○
日
・
晦
日
条
。

⑨
藤
井
譲
治
「
領
知
朱
印
改
め
以
外
の
領
知
朱
印
状
発
給
」
（
同
『
徳
川
将
軍
家

　
領
知
宛
行
制
の
研
究
』
（
属
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
）
。

⑩
「
常
憲
院
様
御
朱
印
写
」
（
常
陸
国
土
下
土
鷹
家
文
書
七
五
六
）
。

⑪
「
厳
有
罪
様
御
朱
印
写
」
（
同
前
七
五
五
）
。

⑫
国
立
公
文
嘗
館
所
蔵
。

⑬
前
掲
横
田
論
文
六
六
頁
。

　
本
章
で
は
所
司
代
・
城
代
の
性
格
・
存
在
形
態
が
元
禄
－
享
保
期
に
変
化
す
る
こ
と
が
、
上
方
内
部
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
か
確
認

し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
横
田
氏
が
、
転
換
以
前
の
大
坂
城
代
が
四
～
五
万
石
程
度
の
大
名
が
就
任
し
た
の
に
対
し
、
以
後
は
一
〇
万
石
規
模

の
大
名
が
就
任
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
居
城
と
大
坂
城
の
二
城
郭
の
保
持
が
可
能
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
所
司
代
も
同
じ
よ
う

に
三
～
四
万
石
程
度
の
大
名
か
ら
、
五
～
＝
万
程
度
の
大
名
に
転
換
す
る
。
こ
こ
で
は
転
換
す
る
以
前
の
所
司
代
・
城
代
と
当
該
地
域
に
所

領
を
持
つ
譜
代
大
名
と
の
両
者
の
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
門
史
料
6
】
は
、
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
に
老
中
が
＝
大
名
に
山
城
等
五
力
国
の
砂
防
強
化
の
担
当
を
命
じ
た
「
覚
」
で
あ
る
。

　
　
　
①

門
史
料
6
】
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覚

淀
川
、
大
和
川
え
落
合
候
川
上
之
山
々
、
開
畑
山
畑
停
止
、
向
後
林
に
被
　
仰
付
候
、
領
内
又
は
其
近
辺
御
料
私
領
共
に
、

家
来
差
遣
、
無
油
断
林
仕
立
候
様
に
可
被
申
付
候
、
山
運
脚
奉
行
人
申
付
様
等
は
、
御
勘
定
頭
中
え
孤
虫
相
窺
候
、
以
上

　
　
八
月

藤
堂
和
泉
守
（
高
久
）

石
川
主
殿
頭
（
憲
之
）

永
井
日
向
守
（
直
種
）

永
井
伊
賀
守
（
直
敬
）

高
木
大
学
（
正
陳
）

岡
部
内
膳
正
（
行
隆
）

松
平
日
向
守
（
信
之
）

本
多
隠
岐
守
（
康
慶
）

植
村
右
衛
門
佐
（
家
貞
）

渡
辺
半
次
郎
（
基
網
）

片
桐
主
膳
正
（
貞
房
）

手
よ
り
次
第
一
ヶ
年
二
三
度
宛
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
「
覚
」
に
よ
っ
て
発
足
す
る
土
砂
留
管
理
制
度
に
関
し
て
は
、
水
本
邦
彦
氏
の
研
究
が
あ
る
。
本
制
度
は
、
こ
の
＝
大
名
が
霞
己
の
所

領
を
越
え
て
他
領
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
砂
防
工
事
を
行
う
特
徴
あ
る
制
度
で
あ
る
が
、
こ
の
後
担
当
大
名
や
そ
の
巡
検
郡
が
変
化
し
な
が
ら
元

禄
期
に
ほ
ぼ
確
立
す
る
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
津
田
藤
堂
氏
、
郡
山
薄
身
平
氏
、
淀
藩
石
川
氏
、
膳
所
藩
本
多
氏
、
高
槻
藩
永
井
氏
、

高
取
藩
植
村
氏
、
小
泉
藩
片
桐
氏
、
岸
和
田
藩
岡
部
氏
と
並
ん
で
命
じ
ら
れ
た
永
井
直
敬
・
渡
辺
基
綱
・
高
木
正
陳
の
三
大
名
で
あ
る
。
な
お

本
鋼
度
に
お
い
て
、
永
井
は
河
内
国
交
野
・
茨
田
・
讃
良
の
三
郡
を
、
渡
辺
は
同
志
紀
・
古
市
の
二
塁
を
、
高
木
は
同
学
北
・
丹
南
の
二
王
を

担
当
し
て
い
る
。
注
験
す
る
の
は
、
こ
の
三
大
名
が
、
前
章
で
見
た
所
司
代
・
城
代
の
性
格
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
大
名
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ま
ず
分
か
り
や
す
い
事
例
か
ら
始
め
る
と
、
永
井
直
敬
は
所
司
代
永
井
尚
庸
の
遺
領
を
継
い
だ
譜
代
大
名
で
あ
る
。
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七

〇
）
二
月
一
四
日
所
司
代
に
任
じ
ら
れ
た
永
井
尚
庸
は
任
命
以
前
に
河
内
国
茨
田
・
交
野
・
讃
良
・
若
江
郡
内
に
二
万
石
を
有
し
た
が
、
山
城

国
紀
伊
、
摂
津
国
嶋
上
・
李
下
、
河
内
国
大
県
・
安
宿
・
古
市
・
交
野
・
茨
田
郡
で
新
た
に
一
万
石
の
加
増
を
受
け
た
。
謹
撰
は
延
宝
四
（
一
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六
七
六
）
年
に
京
都
所
司
代
を
辞
し
同
五
年
死
去
し
、
嫡
子
永
井
直
敬
が
そ
の
遺
墨
三
万
石
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
「
領
知
目
録
書
抜
」

か
ら
、
よ
り
詳
細
に
寛
文
四
年
の
永
井
尚
庸
の
領
地
、
貞
享
元
年
の
永
井
直
敬
の
領
地
が
分
か
る
。
寛
文
四
年
時
の
尚
庸
は
、
河
内
国
茨
田
郡

内
二
三
箇
村
（
一
二
六
四
五
石
翼
壁
余
）
、
同
交
野
郡
内
一
三
箇
村
（
六
五
七
七
石
盤
斗
余
）
、
同
讃
良
郡
内
三
箇
村
（
三
七
九
石
八
官
階
）
、
同
若
江

郡
内
永
田
村
内
（
＝
元
六
石
五
斗
）
、
合
わ
せ
て
二
万
石
で
あ
り
、
同
一
〇
年
二
月
一
四
日
所
司
代
就
任
時
に
一
万
石
の
加
増
を
受
け
た
。
貞
享

元
年
時
の
直
敬
は
、
河
内
国
茨
田
郡
内
～
二
箇
村
（
一
二
八
三
〇
石
四
寸
余
）
、
同
交
野
郡
内
一
四
箇
村
（
六
九
六
六
石
六
斗
余
）
、
岡
心
良
郡
内
三

箇
村
（
三
七
九
石
八
斗
余
）
、
同
若
江
士
爵
内
永
田
村
内
（
三
九
六
石
五
寸
余
）
、
大
県
郡
内
大
県
村
（
四
三
一
石
七
日
余
）
、
安
宿
郡
内
二
箇
村
（
一

五
二
四
石
鎚
鶴
野
）
、
古
市
郡
内
二
箇
村
（
一
〇
八
五
石
余
）
、
摂
津
嶋
上
郡
内
八
箇
村
（
二
五
〇
二
石
一
斗
余
）
、
同
嶋
下
郡
内
五
箇
村
（
三
五
五
六

石
五
斗
余
）
、
山
城
国
紀
伊
郡
内
上
品
羽
村
内
（
三
二
四
石
余
）
、
合
わ
せ
て
三
万
石
で
あ
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
寛
文
四
年
時
の
河
内
国
茨

田
・
交
野
・
讃
良
・
若
江
郡
の
領
地
の
約
二
万
石
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
粗
代
就
任
時
に
与
え
ら
れ
た
一
万
石
の

領
地
も
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
可
能
性
が
高
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
所
司
代
の
嫡
子
と
し
て
そ
の
遺
領
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
い
だ
永
井
直
敬
は
、
貞
享
四
年
に
下
野
国
烏
山
藩
に
転
封
と
な
る
が
、

こ
の
間
の
約
一
〇
年
間
は
上
方
に
領
地
を
持
つ
譜
代
大
名
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
世
に
藩
と
し
て
伝
わ
ら
な
い
も
の
の
、
ま
た
城

持
大
名
で
は
な
い
と
い
う
違
い
を
持
ち
つ
つ
も
、
岸
和
田
藩
主
ら
一
〇
大
名
と
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
前
章
で
み
た

貞
享
元
年
土
屋
が
大
坂
城
代
就
任
を
機
に
入
れ
替
わ
り
で
田
中
城
に
入
る
太
田
曲
直
の
よ
う
な
場
合
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
永
井
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
場
合
は
、
大
名
改
易
等
が
起
こ
っ
た
場
合
に
動
く
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
永
井
は
貞
享
四
年
一
〇
月
の
下
野
鳥
山
藩
主
那
須
資
徳
改
易
で

無
主
空
白
地
と
な
る
烏
山
に
入
封
ず
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
魚
八
月
に
死
去
し
た
所
司
代
松
平
信
興
の
日
蔭
三
二
〇

〇
〇
石
を
継
い
だ
嫡
子
松
平
輝
貞
は
、
同
年
一
二
月
日
向
延
岡
藩
主
有
馬
清
純
改
易
に
際
し
て
、
同
五
年
二
月
に
下
野
壬
生
藩
主
三
浦
明
敬
が

無
主
空
白
地
と
な
る
延
岡
に
転
封
と
な
り
、
玉
突
き
の
よ
う
に
無
主
空
白
地
と
な
る
壬
生
へ
入
封
ず
る
こ
と
に
な
る
。
輝
貞
の
よ
う
な
短
期
間

の
も
の
も
い
る
が
、
偶
発
的
に
起
こ
る
改
易
に
伴
っ
て
動
く
永
井
直
敬
の
よ
う
な
存
在
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
永
井
や
松
平
輝
貞
が
関
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東
へ
転
封
に
な
っ
た
後
、
上
方
に
あ
っ
た
旧
所
領
の
多
く
が
幕
府
領
に
切
り
替
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
渡
辺
基
綱
・
高
木
正
嘉
で
あ
る
が
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
和
泉
国
大
判
型
藩
渡
辺
氏
と
河
内
国
狭
山
藩
高
木
氏
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

領
地
は
と
も
に
大
坂
定
番
時
代
に
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
渡
辺
吉
綱
は
寛
文
元
年
＝
月
八
B
一
万
石
の
加
増
を
受
け
て

大
坂
定
番
に
就
任
し
た
。
【
史
料
7
】
は
、
寛
文
四
年
の
渡
辺
吉
綱
曳
の
領
知
宛
行
状
・
目
録
で
あ
る
。

　
　
　
⑥

【
史
料
7
】

近世上方支配の再編（藤本）

河
内
国
志
紀
・
古
市
両
郡
之
内
三
千
八
百
七
拾
七
石
製
斗
余
、
和
泉
国
大
鳥
・
和
泉
弐
郡
之
内
六
千
百
弐
拾
弐
石
五
里
余
、

弐
拾
石
四
斗
余
、
都
合
壱
万
三
千
五
百
弐
拾
石
余
鵬
鰯
山
事
、
充
行
之
詑
、
全
可
領
知
者
也
、
傍
如
件

　
寛
文
四
年
四
月
五
日
御
朱
印
　
　
　
　
　
　
　
筆
者
　
大
橋
左
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
丹
後
守
（
吉
綱
）
と
の
へ

騒
録

河
内
国

　
志
紀
郡
之
内
　
四
箇
村

　
　
大
井
村
　
北
木
本
村
　
国
府
村
　
田
井
中
村
之
内

　
　
高
弐
千
弐
百
壱
石
弐
斗
六
升
弐
合

　
宵
市
郡
之
内
　
四
ヶ
村

　
　
壺
井
村
　
大
黒
村
　
駒
谷
村
　
飛
鳥
村

　
　
高
千
六
百
七
拾
六
石
壱
斗
四
升
八
合

和
泉
国

　
大
鳥
郡
之
内
　
拾
壱
ヶ
村

武
岩
国
比
企
郡
之
内
三
千
五
百
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小
代
村
　
大
平
寺
村
　
大
場
寺
村
　
豊
田
村
　
轟
轟
村
　
逆
瀬
川
村
　
畑
村
　
　
　
鉢
峯
寺
村

　
　
田
中
村
　
片
蔵
村
　
　
釜
室
村

　
　
高
四
千
五
拾
弐
石
弐
斗
壱
升
七
合

　
和
泉
郡
之
内
　
五
ヶ
村

　
　
大
津
村
　
板
原
村
　
池
上
村
　
伯
太
村
　
黒
島
村

　
　
高
弐
千
七
拾
石
三
斗
七
升
三
合

武
蔵
国

　
比
企
郡
之
内
　
五
ヶ
村

　
　
野
本
村
上
下
　
下
青
鳥
村
　
今
泉
村
　
長
楽
村
　
葛
袋
村

　
　
高
三
千
五
百
二
拾
石
四
斗
八
升
弐
合

　
都
合
壱
万
三
千
五
百
弐
拾
石
四
斗
八
升
弐
合

右
今
度
被
差
上
郡
村
之
帳
面
相
改
、
及
　
上
聞
所
被
成
下
　
御
朱
印
也
、
此
儀
山
人
奉
行
五
霞
　
仰
付
執
達
如
件

　
寛
文
四
年
四
月
五
日
　
　
　
　
　
永
井
伊
賀
守
（
尚
庸
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
笠
原
山
城
守
（
長
矩
）

　
　
　
　
渡
辺
丹
後
守
殿
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「
領
知
目
録
書
抜
」
に
は
貞
享
元
年
九
月
｝
＝
日
付
の
渡
辺
基
綱
宛
領
知
宛
行
状
、
元
禄
＝
一
年
六
月
　
五
日
付
の
領
知
宛
行
状
が
書
き
留

め
ら
れ
て
い
る
。
貞
享
元
年
の
も
の
は
「
同
前
」
と
あ
り
寛
文
四
年
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
元
禄
＝
一
年
は
、
河
内
国

志
紀
郡
内
四
箇
村
、
同
古
市
郡
内
四
箇
村
、
和
泉
国
大
鳥
郡
＝
箇
村
、
岡
和
泉
郡
内
五
箇
村
、
近
江
国
粟
太
郡
内
蜂
屋
村
、
同
野
洲
郡
内
二

箇
村
、
蒲
生
郡
内
二
箇
村
、
同
高
島
郡
内
六
箇
村
、
合
わ
せ
て
一
三
五
二
〇
石
余
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
和
泉
・
河
内
国
の
所
領
は
寛
文
期
か
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ら
明
治
を
迎
え
る
ま
で
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
定
番
退
任
後
も
そ
の
ま
ま
大
名
と
し
て
定
着
し
て
伯
太
藩
と
し
て
続
く
こ
と
に
な
る
。

　
同
じ
く
高
木
氏
で
あ
る
が
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
大
坂
定
番
と
な
っ
て
河
内
に
一
万
石
を
与
え
ら
れ
、
寛
永
七
年
（
一
六
一
二
〇
）
＝

月
三
〇
日
に
定
番
を
退
任
す
る
が
、
そ
の
所
領
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
狭
山
藩
と
し
て
続
く
。
こ
の
よ
う
に
大
坂
定
番
時
代
の
領
地
を
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
渡
辺
・
高
木
の
両
名
は
、
所
司
代
永
井
の
領
地
を
遺
領
と
し
て
引
き
継
い
だ
永
井
直
敬
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て

両
者
は
永
井
の
よ
う
に
転
封
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
た
め
上
方
に
そ
の
ま
ま
残
り
、
こ
の
後
に
藩
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し

永
井
・
渡
辺
・
高
木
は
全
く
同
じ
課
役
を
勤
め
て
い
る
よ
う
に
、
貞
享
元
年
段
階
で
本
質
的
な
差
異
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
所
司
代
・
城
代
、
さ
ら
に
大
坂
定
番
も
全
く
同
じ
こ
と
が
い
え
る
が
、
彼
ら
は
上
方
に
領
地
を
与
え
ら
れ
て
赴
任
し

て
く
る
が
、
役
職
退
任
後
も
そ
の
所
領
が
残
り
続
け
る
こ
と
に
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
死
去
後
嫡
子
が
そ
の
ま
ま
相
続
し
て
譜
代
大
名
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
該
期
以
前
の
城
代
を
「
大
坂
城
常
餐
」
と
も
言
い
う
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
京
都
所
司
代
・
大
坂
城

代
・
定
番
は
、
幕
府
役
人
と
し
て
当
該
地
域
の
支
配
を
損
当
す
る
と
い
う
違
い
を
持
つ
も
の
の
、
当
該
地
域
に
所
領
を
有
す
る
譜
代
大
名
で
も

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
当
該
地
域
に
お
い
て
幕
府
官
僚
と
譜
代
大
名
は
最
終
的
に
は
分
化
し
き
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
役
職

就
任
と
領
知
宛
行
が
切
り
離
せ
ず
に
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
点
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
軍
事
的
要
衝
へ
の
配
置
だ
け
で
な
く
、
｝
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

世
紀
段
階
の
幕
府
官
僚
制
の
特
質
に
規
定
さ
れ
て
、
譜
代
大
名
は
転
封
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
所
司
代
・
城
代
退
任
後
、
あ
る
い
は
在
職
中
死
去
し
て
嫡
子
が
相
続
し
た
際
に
、
う
ま
く
交
換
転
封
が
成
立
し
な
か
っ
た
り
あ
る
い

は
す
ぐ
に
改
易
等
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
永
井
・
渡
辺
・
高
木
の
よ
う
に
領
知
宛
行
を
行
っ
た
当
初
の
目
的
を
失
っ
た
譜
代
大
名
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
ま
ま
残
っ
て
し
ま
う
状
態
で
あ
っ
た
。
四
文
期
に
形
を
整
え
た
幕
府
官
僚
制
は
、
「
職
」
と
「
職
」
が
有
機
的
に
繋
が
っ
て
再
生
産
を
続
け

る
た
め
の
サ
イ
ク
ル
や
仕
組
み
を
い
ま
だ
備
え
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
上
方
内
部
で
い
え
ば
、
地
域
内
の
大
部
分
が
所
司
代
・
城
代
・
定
番
就

任
時
に
、
幕
府
領
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
へ
切
り
替
え
ら
れ
、
ま
た
逆
に
役
職
退
任
後
に
は
再
び
大
名
領
か
ら
幕
府
領
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
役
職
就
退
任
の
た
び
に
そ
の
都
度
、
所
領
の
大
部
分
が
切
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
所
領
交
代
も
そ
の
サ
イ
ク
ル
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を
仕
組
み
と
し
て
築
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
前
章
で
み
た
所
司
代
・
城
代
・
定
番
の
性
格
が
変
化
す
る
こ
と
で
一
変
す
る
。
居
城
・
領
地
を
引
き
渡
さ
ず
に
各
藩
主
の
立
場
で
そ

の
ま
ま
赴
任
し
て
く
る
た
め
、
必
要
な
部
分
だ
け
役
知
領
と
し
て
与
え
れ
ば
す
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結
果
当
該
期
に
領
主
交
代

は
激
減
し
、
以
降
は
幕
府
領
と
役
畜
領
を
交
互
に
繰
り
返
す
決
ま
っ
た
地
域
だ
け
で
領
主
交
代
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ほ
と
ん
ど
方
針
・

原
則
を
持
て
な
い
ま
ま
の
状
態
で
行
わ
れ
て
い
た
領
主
交
代
が
原
則
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
一
八
世
紀
以
降
は
そ
の
数
が
激
減
す
る
と

と
も
に
、
幕
府
領
・
大
名
領
・
旗
本
領
・
役
得
領
が
固
定
化
し
、
さ
ら
に
例
え
ば
幕
府
領
に
は
大
坂
城
の
維
持
・
管
理
の
た
め
の
役
負
担
が
課

　
　
　
　
　
⑨

さ
れ
る
よ
う
に
、
各
村
の
所
領
と
し
て
の
役
割
・
負
担
も
固
定
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
藩
と
い
う
側
面
か
ら
い
え
ば
、
所
司
代
・
城

代
交
代
の
た
び
に
当
該
地
域
に
新
た
な
大
名
が
成
立
す
る
可
能
性
は
消
滅
し
、
一
方
で
す
で
に
当
該
地
域
に
あ
っ
た
大
名
は
定
着
し
始
め
、
藩

と
し
て
幕
宋
維
新
ま
で
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
様
々
な
変
化
と
連
動
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
所
司
代
・
城
代
が
そ
の
性
格
を
転
換
さ
せ
た

こ
と
は
、
村
々
ま
で
含
め
て
当
該
地
域
の
歴
史
に
決
定
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
本
章
で
は
、
元
禄
－
享
保
期
以
前
の
所
司
代
・
城
代
は
、
上
方
全
体
の
支
配
に
関
与
す
る
と
い
う
大
き
な
違
い
を
持
ち
な
が

ら
も
、
一
方
で
二
条
城
・
大
坂
城
を
拠
点
と
し
て
上
方
に
領
地
を
持
つ
譜
代
大
名
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
郡
山
藩
主
や
淀
藩
主
な
ど
の

そ
の
他
の
譜
代
大
名
と
も
共
通
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
彼
ら
は
幕
府
官
僚
で
あ
る
と
同
時
に
上
方
に
所
領
を
持
つ

一
大
名
と
し
て
の
要
素
を
も
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
所
司
代
・
城
代
・
定
番
と
上
方
に
所
領
を
持
つ
譜
代
大
名
は
、
そ
の
存
在
形
態
が
最

終
的
に
は
分
化
し
き
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
所
司
代
・
城
代
が
他
地
域
か
ら
居
城
を
有
し
た
ま
ま
各
藩
主
の
立
場
で
赴
任
し
て
く
る
こ

と
は
、
上
方
支
配
の
長
官
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
格
式
・
石
高
を
有
す
る
譜
代
大
名
が
就
任
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
未
分
離
で
あ

っ
た
幕
府
官
僚
と
譜
代
大
名
を
最
終
的
に
分
離
す
る
こ
と
で
藩
を
確
立
さ
せ
、
ま
た
領
主
交
代
に
原
則
を
生
む
こ
と
で
所
領
を
固
定
化
さ
せ
た

の
で
あ
り
、
こ
の
結
果
、
一
七
世
紀
段
階
の
当
該
地
域
の
様
相
を
一
変
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
コ
ニ
三
六
号
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
水
本
邦
彦
「
土
砂
留
役
人
と
農
民
」
（
同
『
近
世
の
村
社
会
と
国
家
』
（
東
京
大
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学
出
版
会
、
～
九
八
七
）
、
初
出
は
一
九
八
一
、
以
下
前
掲
水
本
論
文
）
、
水
本
邦

　
彦
「
近
世
の
奉
行
と
領
主
－
畿
内
・
近
国
土
砂
留
制
度
に
お
け
る
一
」
（
同

　
『
近
世
の
郷
村
自
治
と
行
政
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
）
。

③
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
㎞
永
井
尚
庸
・
永
井
直
敬
。

④
拙
稿
「
享
保
九
年
柳
澤
吉
里
転
封
の
歴
史
的
位
置
」
（
朔
新
し
い
歴
史
学
の
た
め

　
に
㎞
二
七
二
、
二
〇
〇
九
、
以
下
菊
掲
拙
稿
②
）
五
－
一
四
頁
。

⑤
前
掲
岩
城
著
二
七
・
二
八
頁
。
ま
た
『
国
史
大
辞
典
㎞
『
藩
五
大
事
典
』
「
伯
太

　
藩
」
「
狭
山
藩
」
。

⑥
鱗
史
料
館
叢
書
－
寛
文
朱
印
留
㎞
上
巻
二
六
一
頁
。

⑦
前
掲
拙
稿
②
、
拙
稿
「
近
世
中
後
期
上
方
に
お
け
る
譜
代
大
名
の
軍
事
的
役
舗

　
－
郡
山
藩
を
事
例
に
一
」
（
『
日
本
史
研
究
』
五
三
四
、
二
〇
〇
七
、
以
下
前

　
掲
拙
稿
③
）
。

⑧
藤
井
譲
治
『
江
戸
時
代
の
官
僚
制
』
（
青
木
書
店
、
～
九
九
九
）
。

⑨
村
田
路
人
「
大
坂
城
・
蔵
修
復
役
と
支
配
の
枠
組
み
」
（
前
掲
村
田
著
、
初
出

　
は
一
九
九
三
V
。

第
三
章
　
幕
府
官
僚
と
譜
代
大
名
の
分
化

近世上方支配の再編（藤本）

　
二
章
に
わ
た
っ
て
元
禄
－
享
保
期
に
そ
の
存
在
形
態
が
未
分
離
で
あ
っ
た
幕
府
官
僚
と
譜
代
大
名
が
最
終
的
に
分
化
す
る
こ
と
を
見
た
が
、

本
章
で
は
両
者
の
役
割
・
権
限
が
分
離
さ
れ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
近
年
田
中
血
紅
氏
が
、
貞
享
二
年
（
エ
ハ
八
五
）
所
司
代
に
就

任
し
た
土
屋
政
直
に
出
さ
れ
た
職
務
規
定
を
申
心
に
分
析
を
行
い
、
天
和
・
貞
享
期
、
正
徳
期
、
享
保
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
所
司
代
の
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

務
内
容
と
そ
の
変
化
を
分
析
し
、
当
該
期
に
そ
の
職
掌
の
明
文
化
が
進
む
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
小
倉
氏

が
、
近
世
中
後
期
の
上
方
は
、
「
京
都
と
大
坂
を
中
心
と
す
る
二
つ
の
幕
府
機
構
が
並
び
立
つ
と
と
も
に
、
所
司
代
が
地
域
支
配
・
朝
廷
統

制
二
一
条
城
守
衛
の
三
つ
、
大
坂
城
代
が
地
域
支
配
・
大
坂
城
守
衛
の
二
つ
の
分
野
に
わ
た
り
、
役
人
を
指
揮
監
督
し
、
そ
の
業
務
を
統
括
し

た
。
ま
た
、
京
都
に
お
い
て
は
、
地
域
支
配
を
代
表
す
る
町
奉
行
と
朝
廷
統
制
を
代
表
す
る
禁
裏
付
、
大
坂
に
お
い
て
は
、
地
域
支
配
を
代
表

す
る
町
奉
行
と
大
坂
城
守
衛
を
代
表
す
る
定
番
と
い
う
形
で
、
二
人
制
を
と
る
二
つ
の
役
人
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
制
の
長
官
で
あ
る
所
司
代
・
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

代
の
も
と
に
合
議
体
を
構
成
し
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
支
配
機
構
が
成
立
す
る
前
提
と
し
て
、
天
和
・
貞
享
期
以
降
多

岐
に
わ
た
っ
て
所
司
代
ら
の
職
掌
が
明
文
化
さ
れ
て
い
く
過
程
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
前
章
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
幕
府
支
配
機

構
内
部
で
は
な
く
、
当
該
地
域
の
大
名
と
の
関
係
で
所
司
代
・
城
代
の
役
割
・
権
限
が
制
度
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
見
て
い
く
。
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③

　
ま
ず
一
七
世
紀
中
期
段
階
の
様
相
を
、
淀
⊥
局
槻
藩
主
永
井
兄
弟
の
存
在
に
注
目
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
正
保
四
年
（
～
六
四
七
）
阿

部
正
次
死
去
以
降
、
寛
文
二
年
（
～
六
六
二
）
青
山
宗
俊
就
任
ま
で
大
坂
城
代
は
存
在
せ
ず
、
三
人
定
番
制
で
あ
っ
た
。
正
保
四
年
一
一
月
二

三
日
、
城
代
阿
部
正
次
死
去
の
報
が
家
光
に
入
り
、
家
光
は
応
急
処
置
と
し
て
正
次
の
子
重
次
に
正
次
が
継
当
し
て
い
た
番
所
三
カ
所
の
守
衛

を
命
じ
、
ま
た
正
次
の
甥
に
当
た
る
永
井
直
清
（
当
時
山
城
勝
龍
寺
城
主
）
に
重
次
の
補
佐
を
命
じ
た
。
さ
ら
に
翌
五
年
二
月
一
〇
日
に
は
、
永

井
は
将
軍
家
光
の
日
光
社
参
の
期
間
中
大
坂
城
に
入
り
、
正
次
の
担
当
し
た
番
所
の
受
け
継
ぎ
等
を
命
じ
ら
れ
て
、
大
坂
城
内
の
阿
部
正
次
の

上
屋
敷
に
入
っ
て
い
る
。
そ
し
て
新
た
に
大
坂
定
番
に
命
じ
ら
れ
た
保
科
正
貞
・
内
藤
信
広
が
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
九
月
～
○
日
に
大
坂

城
に
入
る
ま
で
の
間
、
永
井
は
大
坂
城
の
最
重
要
地
で
あ
る
追
手
口
を
預
か
り
、
定
番
で
あ
る
稲
垣
重
綱
は
玉
造
口
を
守
衛
し
た
。

　
ま
た
こ
の
期
間
、
西
国
で
の
不
測
の
事
態
へ
の
対
応
は
、
京
都
所
司
代
や
大
坂
定
番
の
み
な
ら
ず
、
淀
藩
主
永
井
尚
政
も
深
く
関
与
し
た
。

例
え
ば
承
応
三
年
（
｝
六
五
四
）
に
内
藤
信
興
が
定
番
に
就
任
し
た
際
に
、
老
中
阿
部
忠
秋
・
松
平
信
綱
・
酒
井
忠
清
三
世
連
署
で
内
藤
・
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

科
に
宛
て
た
「
定
」
＝
力
条
の
第
八
力
条
で
は
、
「
於
西
国
筋
、
何
篇
之
儀
出
来
た
り
と
い
ふ
と
も
、
令
遅
々
不
苦
事
は
言
上
之
上
正
編
付

立
、
若
指
扇
儀
有
之
節
は
、
不
及
得
上
意
、
幸
甚
近
所
之
問
、
板
倉
周
防
守
（
重
宝
）
・
永
井
信
濃
守
（
尚
政
）
遂
相
談
、
存
寄
通
、
右
両
人
之

以
連
判
可
申
遣
湿
熱
、
被
　
逸
出
行
事
」
と
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
定
番
は
、
江
戸
の
「
上
意
」
を
得
る
こ
と
な
く
、
所
司
代
板
倉
と
永
井
尚
政

に
相
談
し
な
が
ら
対
応
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
「
西
国
筋
船
御
用
七
時
、
差
当
時
に
お
み
て
ハ
、
是
又
不

被
仰
出
已
前
に
も
、
周
防
守
・
信
濃
守
相
談
之
上
、
近
国
え
申
触
之
」
（
与
力
条
目
）
、
「
御
鉄
砲
玉
薬
旦
ハ
足
以
下
、
何
方
へ
も
御
用
二
指
遣
可
然

に
お
み
て
は
、
不
得
　
御
意
候
と
も
、
周
防
守
・
信
濃
守
相
談
を
以
重
富
之
」
（
一
〇
力
条
目
）
、
「
不
依
何
事
、
急
御
検
使
被
遣
之
可
動
儀
有
之

時
論
、
二
又
周
防
守
・
信
濃
守
相
談
之
上
可
申
付
事
」
（
＝
力
条
目
）
と
あ
り
多
方
面
に
及
ぶ
。
な
お
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
と
考
え
ら

れ
る
「
定
」
で
も
「
牧
野
佐
渡
守
（
親
成
）
・
永
井
童
心
守
（
尚
政
）
遂
相
談
」
と
い
う
文
雷
を
持
っ
て
お
り
、
所
司
代
の
交
代
が
あ
っ
て
も
変

わ
ら
ず
、
所
司
代
・
永
井
に
相
談
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

　
前
章
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
る
と
、
所
司
代
・
城
代
・
定
番
が
上
方
に
所
領
を
持
つ
譜
代
大
名
と
し
て
の
性
格
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
の
と
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同
様
に
、
視
点
を
逆
に
す
れ
ば
、
淀
⊥
口
同
母
藩
主
で
あ
る
永
井
兄
弟
は
、
単
な
る
譜
代
大
名
に
留
ま
ら
ず
、
所
司
代
や
大
坂
定
番
と
相
談
し
た

り
あ
る
い
は
城
代
の
役
割
を
代
行
す
る
な
ど
、
所
司
代
・
城
代
ら
と
ほ
ぼ
対
等
の
権
限
を
持
ち
な
が
ら
上
方
支
配
を
担
う
幕
府
官
僚
と
し
て
の

性
格
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
元
禄
か
ら
享
保
期
に
か
け
て
、
こ
の
よ
う
な
一
七

世
紀
段
階
に
お
け
る
両
者
の
関
係
を
完
全
に
否
定
し
て
新
し
い
関
係
が
創
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
永
井
兄
弟
の
よ
う
に
突
出
し

た
権
限
を
持
つ
譜
代
大
名
を
最
終
的
に
否
定
し
て
、
均
質
化
・
平
準
化
を
伴
い
な
が
ら
外
様
大
名
を
も
含
め
て
当
該
地
域
の
全
大
名
を
、
所
司

代
・
城
代
を
頂
点
と
す
る
幕
府
上
方
支
配
機
構
の
指
揮
監
督
下
に
編
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
そ
の
過
程
を
見
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
す
で
に
横
田
氏
に
よ
っ
て
指
摘
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
国
絵
図
作
成
に
関
し
て
は
、
正
保
元
年
の
作
成
時
で
は
、
尼
崎
・
高
槻
・
岸
和

田
・
高
取
・
郡
山
・
亀
山
・
篠
山
・
福
知
山
・
彦
根
・
膳
所
藩
だ
け
で
な
く
、
八
人
衆
を
構
成
し
た
永
井
兄
弟
、
さ
ら
に
所
司
代
・
上
方
郡

代
・
堺
奉
行
・
奈
良
奉
行
ら
が
直
接
損
住
し
つ
つ
も
、
全
体
を
統
轄
し
た
。
こ
れ
が
元
禄
＝
二
年
（
一
七
〇
〇
）
の
作
成
時
で
は
、
河
内
の
み

幕
府
絵
図
奉
行
が
直
接
担
当
す
る
も
の
の
、
高
槻
・
尼
崎
・
三
田
・
岸
和
田
・
姫
路
・
龍
野
・
明
石
・
赤
穂
・
淀
・
郡
山
・
高
取
・
福
知
山
・

園
部
・
柏
原
・
彦
根
・
膳
所
・
水
口
藩
が
実
際
に
作
成
を
担
当
し
、
所
司
代
ら
は
関
与
し
て
い
な
い
。
こ
の
変
化
の
端
緒
と
し
て
延
宝
六
年

（一

Z
七
八
）
の
幕
領
検
地
が
あ
り
、
京
都
・
大
坂
町
奉
行
は
関
与
せ
ず
に
、
隣
国
の
大
名
の
援
助
も
受
け
な
が
ら
当
該
地
域
の
譜
代
藩
に
三

田
・
園
部
の
両
外
様
藩
が
加
わ
っ
て
、
大
名
の
役
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
す
で
に
触
れ
た
が
、
貞
享
元
年
（
…
六
八
四
）
発
足
の
土
砂
留

制
度
も
一
一
大
名
が
京
都
・
大
坂
町
奉
行
の
指
揮
監
督
下
で
担
当
す
る
形
で
理
学
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
所
司
代
も
含
め
た

八
人
衆
が
主
導
し
つ
つ
も
譜
代
大
名
と
共
同
し
て
国
単
位
の
事
業
を
実
施
す
る
あ
り
方
か
ら
、
譜
代
・
外
様
の
違
い
が
相
対
化
さ
れ
つ
つ
大
名

の
役
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
き
、
一
方
所
司
代
ら
は
江
戸
の
幕
府
役
人
ら
と
役
割
を
分
担
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
大
名
を
指
揮
監
督
す
る
側
に

移
行
す
る
と
い
う
方
向
性
が
見
て
取
れ
る
。

　
以
下
で
は
最
も
見
え
や
す
い
形
で
こ
の
過
程
が
顕
在
化
し
て
い
る
京
都
大
名
火
消
制
度
に
注
目
し
て
、
京
都
所
司
代
・
京
都
町
奉
行
ら
と
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

代
大
名
の
役
割
・
権
限
が
分
離
し
て
い
く
過
程
を
兇
て
い
き
た
い
。
本
制
度
は
元
禄
三
年
に
外
様
小
藩
が
任
命
さ
れ
、
三
〇
〇
人
前
後
が
京
都
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に
詰
め
て
月
番
を
勤
め
る
京
都
火
消
下
番
と
し
て
開
始
さ
れ
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
に
一
旦
廃
止
さ
れ
る
も
の
の
、
同
五
年
の
大
火
を
機

に
、
翌
六
年
京
都
常
火
消
と
し
て
復
活
し
た
。
こ
の
京
都
常
火
消
は
洛
中
を
担
当
す
る
大
名
火
消
と
し
て
復
活
し
、
同
時
に
御
所
を
担
当
す
る

膳
所
・
淀
・
亀
山
・
郡
山
の
譜
代
四
藩
が
勤
め
る
禁
裏
御
所
方
火
消
が
設
立
さ
れ
た
。
郡
山
藩
は
騎
馬
一
〇
騎
、
足
軽
六
〇
人
を
、
膳
所
・

淀
・
亀
山
藩
は
騎
馬
八
騎
、
足
軽
五
〇
人
を
京
都
藩
邸
に
置
く
よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
石
高
に
準
じ
た
人
員
を
常
駐
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な

お
同
時
に
在
国
中
の
藩
主
は
大
火
の
場
合
は
、
藩
主
自
身
が
出
馬
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
制
度

改
革
に
よ
り
京
都
常
火
消
は
廃
止
さ
れ
、
禁
裏
御
所
方
火
消
の
四
脚
が
御
所
・
二
条
城
に
重
点
を
遣
き
つ
つ
も
洛
中
を
も
担
当
す
る
形
で
確
立

し
た
。
こ
の
京
都
常
火
消
廃
止
の
背
景
に
は
、
同
年
の
都
市
居
住
者
に
負
担
を
課
し
て
成
立
し
た
京
都
町
火
消
制
度
化
が
あ
り
、
こ
の
町
火
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

制
度
化
に
よ
っ
て
京
都
周
辺
に
所
領
を
有
す
る
大
名
が
著
し
い
負
担
を
課
さ
れ
る
あ
り
方
が
是
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
こ
れ
に
関
連

し
て
貞
享
二
年
に
郡
山
藩
本
多
氏
が
奈
良
の
軍
事
的
防
衛
を
命
じ
ら
れ
て
、
以
降
は
郡
山
藩
固
有
の
役
と
し
て
定
着
し
、
さ
ら
に
宝
永
元
年
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
享
保
元
年
に
か
け
て
奈
良
で
は
町
火
消
の
制
度
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
土
砂
留
制
度
も
同
様
で
あ
る
が
、
貞
享
－
享
保
期
に
火
消
制
度
も
い
ず
れ
の
大
名
が
ど
の
地
域
や
都
市
を
担
当
・
管
轄
す

る
か
紆
余
曲
折
を
経
て
確
定
し
制
度
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
大
名
問
の
担
当
・
管
轄
の
分
担
だ
け
で
は
な
く
、
所
司
代
ら
を
含
め
て
確

立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
京
都
大
名
火
消
制
度
は
「
内
藤
大
和
守
（
重
頼
）
死
去
之
馴
者
、
当
分
彼
家
来
出
火
遅
駆
付
候
筈
二
黒
処
、
無

用
之
旨
御
老
中
6
申
来
候
、
松
平
因
幡
守
（
信
興
）
時
分
ハ
、
存
生
之
内
火
消
番
小
出
伊
勢
守
（
英
利
）
上
京
勤
番
藁
座
こ
と
楽
劇
遣
出
京
相

　
　
　
⑨

重
々
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
所
司
代
が
勤
め
て
い
た
火
番
を
元
禄
三
年
の
所
司
代
内
藤
重
頼
死
去
と
い
う
出
来
事
に
よ
っ
て
園

部
藩
主
小
出
英
利
が
代
行
す
る
形
で
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
翌
四
年
に
老
中
奉
書
で
任
命
を
受
け
て
火
消
屋
敷
や
扶
持
米
が
支
給
さ
れ
て
大

名
が
勤
め
る
軍
役
と
し
て
制
度
的
に
定
着
す
る
。
元
禄
三
年
以
前
の
所
司
代
は
、
二
条
在
番
、
あ
る
い
は
元
禄
＝
一
年
に
廃
止
さ
れ
る
二
条
城

代
と
と
も
に
二
条
城
の
軍
事
的
防
衛
を
担
当
し
、
実
働
す
る
軍
事
力
と
し
て
あ
っ
た
。
こ
れ
が
大
名
火
消
制
度
化
に
よ
っ
て
所
司
代
が
担
っ
て

い
た
役
割
を
大
名
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
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【
史
料
8
】
【
史
料
9
】
は
こ
の
京
都
大
名
火
消
を
命
じ
る
老
中
奉
書
で
あ
る
。
門
史
料
8
】
は
正
徳
元
年
（
一
七
＝
）
に
柳
本
藩
織
田
氏

に
出
さ
れ
た
京
都
大
名
火
消
任
命
の
老
中
連
署
奉
書
で
あ
る
。
【
史
料
9
】
は
、
享
保
一
九
年
に
郡
山
藩
柳
澤
氏
に
出
さ
れ
た
京
都
大
名
火
消

任
命
の
老
中
連
署
奉
書
で
あ
る
。

　
　
　
⑩

【
史
料
8
】

　
　
一
筆
令
啓
候
、
京
都
火
消
為
小
出
信
濃
守
（
英
貞
）
代
、
其
方
被
　
仰
付
候
、
当
九
月
朔
日
交
代
可
被
相
勤
候
、
委
細
松
平
紀
伊
守
（
信
庸
）
江
可
被
相
伺

　
候
、
恐
々
謹
言

　
　
ふ
ハ
月
｝
血
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
豊
品
後
守
（
｝
止
武
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
上
河
内
守
（
正
峯
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
加
賀
守
（
忠
増
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
元
但
馬
守
（
喬
朝
）

　
織
田
播
磨
守
（
成
純
）
殿

　
　
　
⑪

【
史
料
9
】

　
京
都
火
消
為
稲
葉
佐
渡
守
（
正
親
）
代
、
其
方
江
被
仰
付
、
向
後
本
多
主
膳
正
（
康
敏
）
与
在
所
舗
設
交
代
旨
被
　
仰
出
候
、
右
之
讃
唱
得
論
意
相
談
可
有

　
勤
仕
候
、
今
年
之
儀
者
主
膳
正
参
府
候
様
二
相
達
候
事
候
、
恐
々
謹
言

　
　
六
月
十
三
田
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
伊
賀
守
信
祝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
讃
岐
守
忠
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
左
近
将
監
乗
邑

　
　
松
平
甲
斐
守
（
柳
澤
吉
里
）
殿

　
　
門
史
料
8
】
【
史
料
9
】
は
同
じ
京
都
大
名
火
消
の
任
命
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
文
言
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
の
特
徴
は
、
任
命
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に
際
し
て
【
史
料
8
】
の
よ
う
に
所
司
代
松
平
信
庸
に
「
上
被
相
伺
候
」
と
命
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
【
史
料
9
】
に
お
い
て
は
所
司
代
に
関

わ
る
文
言
が
消
滅
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
な
お
、
藩
主
代
替
わ
り
の
任
命
で
も
例
え
ば
延
享
二
年
に
家
督
を
継
い
だ
郡
山
藩
主
柳
澤
伊
信
が
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

中
堀
田
正
亮
か
ら
「
京
都
火
消
之
儀
、
如
父
甲
斐
守
（
柳
澤
吉
里
）
激
職
　
仰
付
候
間
、
本
多
主
膳
正
（
康
敏
）
被
相
談
可
有
勤
仕
候
」
と
の
み

命
じ
る
書
付
を
渡
さ
れ
て
お
り
、
京
都
所
司
代
に
触
れ
る
所
が
な
い
点
は
【
史
料
9
】
と
同
じ
で
あ
る
。
正
徳
か
ら
享
保
期
に
か
け
て
所
司
代

と
老
中
奉
書
に
よ
っ
て
大
名
火
消
を
命
じ
ら
れ
る
大
名
と
の
間
に
何
ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　
な
お
享
保
九
年
に
奈
良
の
軍
事
的
防
衛
を
命
じ
ら
れ
た
郡
山
藩
主
柳
澤
吉
里
に
は
、
「
於
南
都
自
然
人
数
等
可
入
節
者
、
従
彼
地
奉
行
其
方

江
可
相
合
候
間
、
前
々
郡
山
城
主
審
通
被
心
得
可
被
相
談
候
」
と
い
う
老
中
奉
書
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に
奈
良
奉
行
交
代
の
度
に
同
じ
「
可
被
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

談
候
」
と
い
う
文
雷
を
含
む
老
中
奉
書
が
郡
山
藩
主
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
郡
山
藩
主
に
対
し
て
奈
良
奉
行
の
軍
事
指
揮
権
を

確
認
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
、
こ
の
奉
書
に
よ
っ
て
郡
山
藩
主
は
奈
良
に
お
い
て
は
旗
本
役
で
あ
る
奈
良
奉
行
の
指
揮
下
に
入
る
こ
と
に

な
る
。
【
史
料
8
M
の
「
可
被
相
伺
候
」
と
い
う
文
言
は
、
こ
の
段
階
の
所
司
代
が
旗
本
役
で
あ
る
奈
良
奉
行
と
は
明
確
に
異
な
る
上
位
の
権

限
を
持
つ
た
め
に
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
文
言
が
享
保
年
間
に
消
滅
す
る
こ
と
に
も
何
ら
か
の
理
由

と
意
昧
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
元
禄
圏
年
小
笠
原
長
重
就
任
時
に
所
司
代
の
性
格
が
転
換
す
る
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
こ
の
京
都
大
名
火
消
成
立
が
主
要
因
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
所
司
代
は
も
は
や
全
家
百
重
を
引
き
連
れ
た
り
、
新
た
に
上
方
で
宛
わ
れ
た
所
領
か
ら
夫
役
を
挑
発
す
る
必

要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宝
永
三
年
に
京
都
火
消
御
番
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
こ
の
時
は
「
松
平
紀
伊
守
（
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

庸
）
殿
火
消
兼
役
二
付
為
御
役
料
壱
万
俵
右
岡
年
（
宝
永
三
年
－
注
筆
者
）
6
被
下
」
と
京
都
所
司
代
松
平
信
庸
が
こ
の
役
を
兼
務
す
る
こ
と

に
な
っ
た
た
め
役
料
を
支
給
さ
れ
て
大
名
火
消
の
役
割
を
再
び
代
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
段
階
で
も
、
京
都
所
司
代
と
京
都
大
名
火
消

の
役
割
・
任
務
は
完
全
に
分
離
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
「
紀
伊
守
殿
正
徳
四
午
年
御
役
替
二
付
右
壱
万
血
膿
差
上
慰
事
、
但

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

水
野
和
泉
守
（
忠
之
）
男
君
ハ
御
役
料
無
之
」
と
あ
る
が
、
宝
永
五
年
に
禁
裏
が
炎
上
す
る
大
火
に
よ
っ
て
大
名
火
消
制
度
が
復
活
す
る
た
め
、
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正
徳
四
年
水
野
忠
之
の
所
司
代
就
任
に
あ
た
っ
て
は
役
料
が
な
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
火
消
役
を
担
当
す
る
の
が
所
司
代
か

ら
大
名
へ
と
移
行
し
て
い
く
最
終
的
な
段
階
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
次
に
権
限
に
つ
い
て
み
て
い
ぎ
だ
い
。
田
中
氏
が
提
示
し
た
貞
享
二
年
土
屋
宛
煮
方
心
得
の
四
力
条
目
で
「
一
、
火
事
出
来
之
節
、
　
御
所

方
舛
二
条
御
城
於
近
所
者
、
相
模
守
（
土
屋
政
直
）
茂
罷
出
へ
し
、
其
外
之
所
々
露
量
、
町
奉
行
一
人
相
越
、
相
模
守
者
家
来
井
与
力
・
同
心

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

之
者
計
出
之
可
然
候
事
」
と
、
こ
の
時
所
司
代
は
御
所
・
二
条
城
近
辺
出
火
の
際
に
出
馬
し
、
他
の
場
所
は
町
奉
行
～
名
が
出
動
し
て
対
応
す

る
こ
と
と
し
た
。
正
徳
四
年
一
〇
月
二
八
日
付
老
中
連
署
に
よ
る
所
司
代
水
野
忠
之
宛
の
一
三
箇
条
の
覚
の
中
で
は
、
「
洛
中
失
火
の
時
、
御

所
方
　
御
城
近
辺
の
外
は
、
其
方
出
向
は
る
・
に
及
は
す
、
町
奉
行
中
一
人
、
其
方
与
力
・
同
心
・
家
中
虚
者
等
、
こ
れ
を
防
く
へ
し
、
大
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
及
ひ
て
、
其
方
井
相
残
り
候
町
奉
行
出
向
は
る
へ
き
ハ
、
其
時
の
様
子
に
よ
る
へ
き
事
」
と
御
所
・
二
条
城
の
他
に
は
出
な
い
よ
う
に
再
度

明
確
に
規
定
し
た
。
た
だ
し
大
火
の
時
は
そ
の
判
断
に
よ
り
出
動
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
享
保
二
年
＝
月
二
日
老
中
列
座
で
月
番
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

世
重
之
が
京
都
所
司
代
に
就
任
し
た
松
平
忠
固
に
宛
て
た
覚
の
一
一
ヵ
条
目
で
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
所
司
代
は
御
所
二
一
条
城
か
ら
離

れ
な
い
た
め
、
実
際
に
大
名
火
消
を
指
揮
す
る
の
は
旗
本
役
で
あ
る
京
都
町
奉
行
・
禁
裏
附
・
上
方
目
付
な
ど
の
幕
府
嘗
僚
で
あ
っ
た
。
ま
た

所
司
代
不
在
時
は
、
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
京
都
町
奉
行
が
代
行
す
る
こ
と
と
な
り
、
い
ず
れ
の
大
名
も
所
司
代
・
町
奉
行
ら
幕

府
官
僚
の
指
揮
監
督
下
に
一
律
に
編
成
さ
れ
、
そ
の
役
割
も
制
度
化
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
元
禄
・
宝
永
期
に
は
い
ま
だ
所
司
代
と
大
名
の
役
割
は
未
分
離
で
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
正
徳
期
以
降
所
司

代
は
実
働
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
制
度
全
体
を
運
用
す
る
責
任
者
と
し
て
指
揮
監
督
す
る
立
場
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
任
命
・
当
番
交
代
な
ど
は

江
戸
の
将
軍
・
老
中
が
行
う
が
、
本
制
度
に
関
す
る
決
定
及
び
改
定
は
す
べ
て
所
司
代
の
権
限
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
大
名
も
そ
の
指
揮
監
督
下

に
あ
る
。
こ
こ
で
は
所
司
代
・
城
代
と
権
限
を
分
有
し
た
り
、
不
在
時
に
そ
の
役
割
を
代
行
す
る
両
永
井
の
よ
う
な
存
在
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

元
禄
三
年
か
ら
始
ま
り
享
保
七
年
に
確
立
す
る
大
名
火
消
制
度
は
、
大
名
間
だ
け
で
は
な
く
、
所
司
代
・
町
奉
行
ら
と
大
名
の
役
割
・
権
限
を

明
確
に
分
離
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。
以
上
の
点
か
ら
、
【
史
料
8
】
か
ら
【
史
料
9
】
の
問
に
お
け
る
「
可
被
相
伺
候
」
と
い
う
文
言
の
消
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滅
は
、
京
都
所
司
代
が
有
す
る
京
都
大
名
火
消
に
対
す
る
指
揮
権
の
最
終
的
な
確
立
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
所

司
代
任
命
の
際
に
す
で
に
将
軍
よ
り
指
揮
権
を
委
任
さ
れ
て
い
る
た
め
、
も
は
や
京
都
大
名
火
消
に
命
じ
ら
れ
る
大
名
個
々
に
「
可
被
相
伺

候
」
と
命
じ
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
前
章
で
の
分
析
を
踏
ま
え
る
と
、
京
都
所
司
代
・
大
坂
城
代
は
上
方
に
所
領
を
持
つ
譜
代
大
名
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
が
、
一
方
で

永
井
兄
弟
の
よ
う
に
幕
府
官
僚
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
譜
代
大
名
も
存
在
し
て
、
同
じ
徳
川
家
中
か
ら
創
出
さ
れ
る
両
者
は
権
限
だ
け
で
な
く

存
在
形
態
そ
の
も
の
が
分
化
し
切
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
八
人
衆
体
制
と
は
、
こ
の
両
者
に
よ
る
合
議
機
関
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で

あ
る
。
一
七
世
紀
段
階
に
お
い
て
は
、
幕
府
官
僚
と
一
般
の
譜
代
大
名
の
問
に
は
、
永
井
兄
弟
の
よ
う
な
明
ら
か
に
突
出
し
た
扱
い
を
受
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

譜
代
大
名
が
い
た
が
、
上
方
以
外
で
も
例
え
ば
土
佐
藩
・
薩
摩
藩
の
藩
政
指
導
に
関
わ
っ
た
松
山
藩
主
松
平
定
行
な
ど
が
同
様
の
位
置
づ
け
が

で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
今
後
全
国
的
な
検
証
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
所
司
代
・
城
代
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
譜
代
大

名
の
役
割
・
存
在
意
義
も
ま
た
転
封
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
要
因
だ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
寛
文
期
の
永
井
ら
の
死
去
や
京
都
町
奉
行
所
成

立
に
よ
っ
て
、
幕
府
窟
僚
と
譜
代
大
名
の
合
議
に
よ
る
上
方
支
配
の
あ
り
方
は
自
然
消
滅
し
た
が
、
制
度
と
し
て
完
全
に
払
し
ょ
く
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
元
禄
i
享
保
期
の
転
換
は
、
存
在
形
態
・
役
割
・
権
限
が
未
分
離
で
あ
っ
た
所
司
代
・
城
代
と
譜
代
大
名
を
最
終

的
に
分
離
し
、
所
司
代
・
城
代
を
頂
点
と
し
た
上
方
支
配
機
構
を
確
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
永
井
兄
弟
の
よ
う
な
突
出
し
た
権
限
を
持
つ
譜
代

大
名
の
存
在
を
否
定
し
て
平
準
化
・
均
質
化
を
伴
い
な
が
ら
、
当
該
地
域
の
全
大
名
を
幕
府
上
方
支
配
機
構
の
指
揮
監
督
下
に
置
く
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

　
①
田
中
暁
龍
「
京
都
所
司
代
就
任
時
の
勤
方
心
得
と
そ
の
変
容
」
（
隅
日
本
歴
史
㎞
　
　
④
『
武
家
厳
装
甲
』
四
六
、
『
御
当
家
圧
条
㎞
一
八
五
。

　
　
七
三
五
、
二
〇
〇
九
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
前
掲
横
田
論
文
六
七
一
七
一
頁
。

　
②
前
掲
小
倉
論
文
一
〇
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
拙
稿
「
近
世
京
都
大
名
火
消
の
基
礎
的
考
察
」
（
魍
史
林
㎞
八
八
一
二
、
二
〇
〇

　
③
　
前
掲
朝
尾
論
文
三
二
九
－
三
四
二
頁
、
『
大
阪
府
史
晒
五
（
大
阪
府
史
編
集
専
　
　
　
　
　
五
）
。
本
稿
に
お
け
る
京
都
大
名
火
消
に
関
す
る
記
述
は
、
特
に
注
記
し
な
い
限

　
　
門
委
員
会
、
一
九
八
五
）
二
九
八
～
三
〇
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
本
論
文
に
拠
る
。
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⑦
前
掲
拙
稿
①
三
二
一
四
〇
頁
。

⑧
前
掲
拙
稿
③
四
1
　
○
頁
。

⑨
　
咽
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
上
巻
（
『
清
文
堂
史
料
叢
書
睡
第
五
、
　
九
七

　
｝
二
）
　
一
　
一
⊥
ハ
頁
。

⑩
㎎
柳
本
織
田
家
記
録
㎞
（
秋
永
政
孝
編
、
一
九
七
四
）
入
八
頁
。

⑪
「
福
寿
堂
年
録
」
享
保
一
九
年
六
月
一
五
日
条
（
柳
沢
文
庫
所
蔵
）
。
以
下
で
使

　
用
す
る
「
福
寿
堂
年
録
」
、
「
幽
蘭
台
年
録
」
、
「
附
記
」
（
以
上
柳
沢
文
庫
所
蔵
）

　
は
郡
山
藩
の
公
用
記
録
で
あ
る
。
本
史
料
は
、
各
藩
主
の
死
去
後
に
各
種
の
日
記

　
を
ま
と
め
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
府
よ
り
出
さ
れ
た
奉
書
や

　
そ
の
他
の
書
付
、
ま
た
郡
山
藩
が
幕
府
に
提
出
し
た
書
付
が
書
き
留
め
ら
れ
て
お

　
り
、
幕
府
の
諮
問
に
対
し
て
は
、
本
史
料
が
利
用
さ
れ
た
。

⑫
「
幽
蘭
台
年
録
」
延
享
三
年
六
月
一
五
日
条
。

⑬
「
福
寿
堂
年
録
」
享
保
九
年
八
月
～
九
日
条
。

⑭
　
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
㎞
上
巻
＝
七
頁
。

⑮
同
前
。

⑯
朝
幕
研
究
会
編
覗
近
世
朝
幕
関
係
法
令
史
料
集
』
（
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研

　
究
所
、
二
〇
一
〇
）
七
九
頁
。

⑰
同
前
九
〇
頁
。

⑱
同
前
九
　
買
。

⑲
高
木
昭
作
「
初
期
藩
政
改
革
と
幕
府
」
（
同
『
日
本
近
世
国
家
史
の
研
究
輪
（
岩

　
波
書
店
、
一
九
九
〇
）
、
初
出
は
～
九
七
～
）
、
繭
掲
山
本
著
。

第
四
章
　
上
方
支
配
の
確
立

近世上方支配の再編（藤本）

　
本
章
で
は
、
三
章
に
わ
た
っ
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
上
方
内
部
で
起
き
て
い
る
変
化
が
、
幕
府
に
よ
る
全
国
支
配
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
た
か
明
ら
か
に
す
る
。
は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
元
禄
期
の
京
都
町
奉
行
・
大
坂
町
奉
行
・
奈
良
奉
行
の
定
員
増
員
お
よ
び
伏
見
・

堺
奉
行
廃
止
が
全
国
の
遠
国
奉
行
改
革
の
一
環
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
譜
代
大
名
の
転
封
が
激
減
し
一
斉
に
定
着
し
始

め
る
変
化
は
、
な
に
も
上
方
だ
け
で
な
く
全
国
各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
上
方
内
部
の
変
化
が
全
国
各
地
で
の
変
化
と
ど
の
よ
う

に
相
互
に
関
連
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
正
確
な
位
置
づ
け
や
評
価
は
到
底
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
【
史
料
1
0
】
は
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
六
月
一
一
四
B
に
老
中
水
野
忠
友
が
郡
山
藩
に
通
知
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
①

【
史
料
1
0
】

稲
葉
丹
後
守
（
正
謳
）
寺
社
奉
行
被
　
仰
勢
威
付
、

　
松
平
甲
斐
守
（
柳
澤
保
光
）
江

為
代
青
山
下
野
守
（
忠
裕
）
当
分
京
都
火
消
被

仰
付
候
、
来
年
其
方
御
暇
被
下
在
所
到
着
之
上
、
交
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代
之
心
得
二
而
可
相
勤
旨
申
渡
候
間
、
可
被
得
其
意
候
、

　
　
　
六
月

　
【
史
料
1
0
】
で
は
、
淀
藩
主
稲
葉
正
謳
が
、
寺
社
奉
行
に
任
命
さ
れ
た
た
め
京
都
大
名
火
消
を
免
除
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
代
行
と
し
て
篠
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

藩
主
青
山
恵
裕
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
通
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
淀
藩
主
稲
葉
氏
は
す
で
に
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
十
二
月
二
三
日
差
寺
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

奉
行
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
他
藩
へ
転
封
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
稲
葉
氏
は
京
都
大
名
火
消
を
免
除
さ
れ
て
寺
社
奉
行
に
任
命
さ

れ
、
高
槻
藩
が
代
行
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
天
明
八
年
四
月
二
〇
日
に
亀
山
藩
主
松
平
信
道
が
寺
社
塞
行
に
任
命
さ
れ
て
京
都
大
名
火
消

　
　
　
　
　
　
　
④

を
免
除
さ
れ
て
お
り
、
延
享
四
年
以
降
の
淀
・
亀
山
藩
主
に
関
し
て
は
、
京
都
大
名
火
消
を
免
除
さ
れ
て
幕
府
の
役
職
に
就
任
す
る
と
い
う
原

則
が
存
在
し
た
と
い
え
る
。

　
す
で
に
横
田
氏
が
上
方
の
譜
代
大
名
は
定
府
を
必
要
と
す
る
役
職
に
は
原
則
と
し
て
就
任
し
な
い
こ
と
、
上
方
へ
入
封
ず
る
際
に
は
役
職
を

免
職
さ
れ
る
こ
と
、
役
職
に
就
任
す
る
際
に
は
上
方
か
ら
関
東
へ
転
封
に
な
る
こ
と
、
し
か
し
元
禄
豊
頃
か
ら
上
方
に
居
城
や
領
地
を
持
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ま
ま
、
定
府
が
必
要
な
役
職
に
就
任
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
等
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
前
章
で
の
分
析
を
踏
ま
え
れ
ば
、
当
該
地
域
の
譜
代

大
名
は
、
上
方
で
担
う
そ
の
役
割
が
京
都
大
名
火
消
と
い
う
軍
役
と
し
て
制
度
化
が
な
さ
れ
た
た
め
、
淀
・
亀
山
藩
主
は
こ
の
軍
役
を
免
除
さ

れ
れ
ば
役
職
就
任
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
関
東
へ
転
封
す
る
こ
と
な
く
、
淀
・
亀
山
藩
主
の
立
場
の
ま

ま
寺
社
奉
行
や
老
中
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
の
【
史
料
1
1
】
は
、
役
職
就
任
以
外
の
事
例
で
あ
る
。

　
　
　
⑥

【
史
料
！
1
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守
（
柳
澤
保
光
）

　
極
々
御
手
伝
被
相
勤
面
付
簡
者
、
京
都
火
消
相
手
代
、
当
分
御
免
も
可
被
仰
山
候
処
、
御
人
少
二
付
、
其
御
沙
汰
無
臭
候
間
可
被
得
其
意
、
依
之
定
例
之
通
、

　
御
暇
被
下
二
而
可
有
之
候
、
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近世上方支配の再編（藤本〉

　
　
四
月

　
【
史
料
1
！
】
は
、
天
明
八
年
四
月
二
一
日
老
中
牧
野
貞
長
よ
り
郡
山
藩
が
大
井
川
・
天
竜
川
の
手
伝
普
請
を
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
本
来
な
ら

ば
京
都
大
名
火
消
を
免
除
す
べ
き
と
こ
ろ
、
「
御
人
少
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
た
め
、
免
除
は
し
な
い
こ
と
を
通
知
し
た
書
付
で
あ
る
。
な
お
、

郡
山
藩
柳
澤
氏
に
関
し
て
は
、
す
で
に
宝
暦
～
二
（
｝
七
六
二
）
年
、
天
明
元
年
に
そ
れ
ぞ
れ
江
戸
城
虎
の
門
－
山
下
門
の
堀
俊
の
手
伝
普
請
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

B
光
名
代
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
京
都
大
名
火
消
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料
1
1
】
や
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
京
都
大
名
火
消
は
二
重

役
負
担
免
除
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
と
と
も
に
、
郡
山
上
が
こ
の
軍
役
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
方
か
ら
離
れ

た
関
東
・
東
海
地
域
の
支
配
の
た
め
に
動
員
さ
れ
る
原
則
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
右
の
点
に
関
し
て
は
、
岩
城
氏
は
岸
和
田
藩
の
役
負
担
の
あ
り
方
が
、
～
七
世
紀
末
～
～
八
世
紀
初
頭
に
変
化
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

も
に
、
当
該
期
に
同
藩
と
上
方
支
配
の
関
係
に
転
機
が
あ
っ
た
こ
と
を
展
望
し
て
い
る
。
旦
ハ
体
的
に
は
、
一
七
世
紀
段
階
に
お
い
て
は
、
川
普

請
で
は
大
和
川
普
請
、
寺
院
普
請
で
は
高
野
山
・
河
内
三
聖
井
八
幡
の
普
請
、
あ
る
い
は
、
延
宝
の
幕
領
検
地
、
元
禄
国
絵
図
作
成
を
担
当
す

る
と
い
う
形
で
上
方
に
お
い
て
果
た
さ
れ
、
当
該
地
域
の
支
配
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
八
世
紀

に
入
る
と
、
日
光
社
参
名
代
、
尾
張
・
美
濃
・
伊
勢
・
甲
斐
の
川
普
請
、
遠
江
根
良
城
請
取
な
ど
上
方
に
限
定
さ
れ
ず
、
広
く
そ
の
他
の
地
域

に
お
い
て
負
担
が
な
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
役
職
就
任
し
始
め
る
変
化
と
と
も
に
、
上
方
支
配
に
関
わ
る
役
割
を
免
除
さ
れ
て
全
国
支

配
の
た
め
に
動
員
さ
れ
る
原
則
が
で
き
た
の
は
、
当
該
地
域
全
体
に
関
わ
る
変
化
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
点
か
ら
、
元
禄
－
享
保
期
以
降
の
上
方
の
大
名
は
、
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
第
一
グ
ル
ー
プ
の
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

山
・
膳
所
藩
は
、
京
都
大
名
火
消
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
奈
良
と
大
津
の
軍
事
的
防
衛
、
土
砂
留
な
ど
を
勤
め
、
上
方
支
配
に
深
く
関
与
し
、

一
方
で
京
都
大
名
火
消
を
免
除
さ
れ
て
一
時
的
に
関
東
・
東
海
の
手
伝
普
請
や
日
光
名
代
等
を
勤
め
る
も
の
の
、
定
府
す
る
役
職
に
は
就
任
せ

ず
、
全
国
支
配
へ
の
関
与
は
限
定
さ
れ
た
大
名
で
あ
る
。
水
本
氏
が
土
砂
留
制
度
を
分
析
し
て
提
起
し
た
「
畿
内
・
近
国
大
名
の
当
該
地
域
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

全
体
的
統
治
に
果
た
す
積
極
的
役
割
」
を
最
も
よ
く
体
現
し
て
い
る
の
が
こ
の
第
一
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
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第
ニ
グ
ル
ー
プ
の
淀
・
亀
山
藩
は
、
第
一
グ
ル
ー
プ
と
同
様
に
、
日
常
的
に
は
京
都
大
名
火
消
を
勤
め
、
上
方
支
配
に
関
与
す
る
も
の
の
、

こ
の
軍
役
を
免
除
さ
れ
定
府
し
て
役
職
就
任
す
る
な
ど
全
国
支
配
に
も
関
与
す
る
大
名
で
あ
る
。
高
槻
藩
が
何
故
役
職
に
就
任
し
な
い
か
は
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

明
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
淀
藩
は
隣
接
す
る
伏
見
が
大
火
の
場
合
は
出
動
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
郡
山
藩

と
奈
良
お
よ
び
膳
所
藩
と
大
津
と
は
異
な
る
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
一
旦
廃
止
さ
れ
た
伏
見
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

行
が
そ
の
後
ま
も
な
く
京
都
の
軍
事
的
防
衛
を
も
担
当
す
る
役
職
と
し
て
復
活
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
府
官
僚
と
大
名
の

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
連
関
し
な
が
ら
当
該
期
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
。

　
第
三
の
グ
ル
ー
プ
が
篠
山
藩
で
あ
り
、
制
度
確
立
後
五
〇
年
近
く
経
た
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に
初
め
て
京
都
大
名
火
消
を
勤
め
る
藩
と

し
て
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
の
代
行
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
上
方
支
配
に
関
与
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
大
名

で
あ
る
。
一
方
で
藩
王
松
平
信
庸
の
元
禄
一
〇
年
京
都
所
司
代
就
任
を
端
緒
に
し
て
、
以
降
歴
代
藩
主
の
多
く
は
寺
社
奉
行
・
大
坂
城
代
・
京

都
所
司
代
・
老
中
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
篠
山
藩
は
幕
府
宮
僚
制
機
構
の
主
た
る
担
い
手
と
な
り
、
全
国
支
配
に
深
く
関
与
す
る
大
名
と
な
っ

た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
元
禄
期
以
降
に
成
立
す
る
山
上
・
宮
川
・
三
上
藩
な
ど
定
府
大
名
も
含
ま
れ
る
。
江
戸
で
も
頻
発
す
る
大
火
に
対
応

す
る
た
め
元
禄
期
以
降
、
多
数
の
大
名
・
旗
本
が
火
消
役
に
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
上
方
だ
け
で
な
く
江
戸
も
ま
た
行
政
需
要
の
拡
大
の
最
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
り
、
大
名
・
旗
本
の
担
う
軍
役
は
全
国
規
模
で
激
し
く
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
第
一
グ
ル
ー
プ
と
は
全
く
逆
で
あ

り
、
定
府
す
る
こ
と
で
そ
の
役
捌
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
元
禄
期
に
上
方
に
定
府
大
名
が
成
立
す
る
背
景
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ

る
。　

以
上
の
よ
う
に
、
元
禄
一
享
保
期
に
上
方
内
部
で
幕
府
官
僚
と
明
確
な
区
別
を
伴
い
な
が
ら
、
大
名
が
担
う
役
割
が
軍
役
と
し
て
制
度
化
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
幕
府
は
上
方
支
配
か
ら
切
り
離
し
て
全
国
支
配
の
た
め
に
こ
れ
ら
大
名
を
動
員
す
る
原
則
が
確
立
し
た
と
い
え
よ
う
。
譜

代
大
名
に
と
っ
て
も
、
上
方
支
配
の
申
で
撫
う
役
割
と
全
国
支
配
の
中
で
担
う
役
割
が
峻
別
さ
れ
、
軍
役
と
し
て
老
中
奉
書
に
よ
る
任
免
を
受

け
れ
ば
事
足
り
る
よ
う
に
な
り
、
わ
ざ
わ
ざ
役
職
就
任
の
度
に
関
東
へ
転
封
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
大
名
で
は
な
く
、
江
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戸
幕
府
の
全
国
支
配
の
観
点
か
ら
位
置
づ
け
れ
ば
、
全
国
支
配
を
担
う
老
中
ら
と
上
方
支
配
を
統
括
す
る
所
司
代
ら
の
間
で
の
権
限
配
分
・
機

能
分
担
の
再
定
義
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
こ
れ
ま
で
は
視
点
を
上
方
に
据
え
て
述
べ
て
き
た
が
、
江
戸
も
し
く
は
全
国
各
地
に
視
点
を
据
え
て
位
根
づ
け
た
場
合
、
全
く
同
じ

変
化
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
上
方
の
大
名
が
役
職
就
任
の
た
び
に
関
東
へ
転
封
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
全
国
各
地

の
譜
代
大
名
も
ま
た
所
司
代
・
城
代
に
任
じ
ら
れ
る
と
居
城
を
引
き
渡
し
て
上
方
へ
赴
任
す
る
形
式
が
終
わ
り
、
各
藩
主
の
立
場
の
ま
ま
で
上

方
へ
赴
任
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
役
職
就
任
だ
け
で
は
な
く
軍
役
賦
課
も
同
じ
で
あ
る
。
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
富
士
山
噴
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

へ
の
復
旧
・
復
興
政
策
の
た
め
、
翌
年
河
川
湊
に
岡
山
藩
ら
が
動
員
さ
れ
て
い
き
、
被
災
地
域
に
所
領
を
持
つ
疲
弊
し
た
大
名
に
負
担
を
課
す

の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
地
域
の
大
名
に
負
担
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
一
旦
停
止
さ
れ
る
も
の
の
、
享
保
二

〇
年
（
一
七
三
五
）
以
降
再
び
開
始
さ
れ
、
全
国
の
大
名
が
関
東
・
東
海
の
河
川
普
講
に
大
規
模
に
動
員
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
受
益
と

負
担
の
関
係
が
大
き
く
崩
れ
再
定
義
が
必
要
に
な
る
も
の
の
、
上
方
以
外
の
大
名
も
ま
た
所
領
周
辺
地
域
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
全
国
支
配

の
た
め
に
動
員
さ
れ
る
原
則
が
で
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
地
域
内
部
で
は
対
処
で
き
な
い
問
題
が
発
生
す
る
中
で
、
幕
府
を
中
心
に
国
家
と

し
て
の
対
応
が
迫
ら
れ
、
こ
れ
と
連
動
し
て
大
名
と
地
域
、
さ
ら
に
は
大
名
と
国
家
の
関
係
も
大
き
く
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
前
提
と
な
る
の
が
、
幕
府
宮
僚
と
譜
代
大
名
の
役
割
・
権
限
を
分
離
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
各
地
で
部
分
的
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
元
禄
㏄
五
年
薪
居
奉
行
所
廃
止
に
よ
っ
て
、
同
年
閏
八
月
暖
炉
日
に
吉
田
藩
主
久
世
重
之
に
新
居
関
所
の
管
理
が
命
じ
ら

　
⑮

れ
た
。
従
来
新
居
奉
行
が
担
っ
て
い
た
役
割
を
同
年
以
降
は
吉
田
藩
が
担
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
当
該
期
の
幕
府
官
僚
制
機
構
の
再
編
と
各

地
で
大
名
が
担
う
役
割
の
制
度
化
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
淀
藩
と
伏
見
奉
行
の
関
係
と
類
似
す
る
が
、
淀

藩
主
と
は
逆
に
同
年
を
境
に
城
地
に
お
い
て
新
し
い
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
吉
田
藩
主
は
役
職
就
任
を
し
な
く
な
る
。
正
保
四
年
（
一
六

四
七
）
入
掛
の
小
笠
原
氏
は
奏
者
番
・
寺
社
奉
行
・
京
都
所
司
代
な
ど
を
勤
め
、
元
禄
一
〇
年
に
長
重
が
老
申
に
就
任
し
て
転
封
し
て
い
る
。

吉
田
藩
主
は
、
老
中
に
は
就
任
し
な
い
も
の
の
、
一
七
世
紀
段
階
で
は
、
幕
府
宮
僚
制
機
構
の
担
い
手
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
た
。
し
か
し
、
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代
わ
っ
て
入
賢
し
た
久
世
重
之
は
、
奏
者
番
に
就
任
し
て
い
る
も
の
の
、
宝
永
元
年
に
寺
社
奉
行
、
翌
年
に
若
年
寄
に
就
任
し
た
た
め
と
考
え

ら
れ
る
が
、
同
年
に
下
総
関
宿
へ
転
封
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
享
保
一
四
年
の
藩
主
松
平
信
祝
の
大
坂
城
代
就
任
を
…
機
に
、
浜
松
藩
主
本
庄
資

訓
と
の
間
で
交
換
転
封
し
、
ま
た
こ
の
資
訓
の
京
都
所
司
代
就
任
に
よ
り
、
再
び
切
盛
の
子
信
復
と
の
間
で
交
換
転
封
を
行
う
。
吉
田
藩
主
は

一
七
世
紀
段
階
と
は
異
な
り
、
役
職
就
任
し
た
場
合
は
必
ず
転
封
す
る
と
い
う
原
則
を
持
ち
、
こ
の
原
則
は
天
明
八
年
の
松
平
信
明
の
老
中
就

　
　
　
　
　
　
　
⑯

任
ま
で
維
持
さ
れ
る
。
吉
田
藩
主
は
、
上
方
の
譜
代
大
名
と
は
逆
に
、
元
禄
期
以
前
に
は
幕
府
官
僚
制
機
構
の
担
い
手
と
い
う
性
格
を
有
し
た

が
、
当
該
期
に
、
郡
山
・
膳
所
藩
と
同
じ
よ
う
に
、
墾
田
関
所
の
管
理
と
い
う
吉
田
藩
固
有
の
役
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
定
府
を
必
要

と
す
る
役
職
に
就
任
し
な
い
と
い
う
原
則
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ま
た
長
崎
で
は
、
松
尾
晋
　
氏
が
長
崎
の
沿
岸
警
備
体
制
に
関
し
て
、
一
七
世
紀
段
階
で
は
、
非
常
時
の
大
名
動
員
は
、
そ
の
動
員
の
仕
方

に
よ
っ
て
は
長
崎
奉
行
単
独
で
は
な
く
唐
津
藩
主
・
島
原
藩
主
の
連
判
を
必
要
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
正
徳
新
例
の
制

定
に
伴
い
長
崎
奉
行
を
補
心
7
号
す
る
長
崎
目
付
が
付
け
ら
れ
、
有
事
に
お
け
る
長
崎
奉
行
と
の
連
署
を
長
崎
目
付
が
担
う
よ
う
な
り
、
幕
府
官
吏

だ
け
で
諸
大
名
の
軍
事
力
を
動
員
す
る
体
制
を
幕
府
は
作
り
上
げ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
「
奉
行
衆
」
体
制
と
い
う
長
崎
奉
行
と
大
名
権
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
セ
ッ
ト
に
し
た
体
湖
か
ら
、
幕
府
官
吏
主
導
の
体
制
へ
の
変
化
と
捉
え
る
事
が
で
き
」
る
と
評
価
し
て
い
る
。
上
方
で
自
然
消
滅
し
た
幕
府

官
僚
と
譜
代
大
名
の
合
議
は
長
崎
で
は
こ
の
段
階
で
も
残
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
変
化
が
、
九
州
で
も
ほ
ぼ
蒔

期
を
同
じ
く
し
て
起
き
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
今
後
の
さ
ら
な
る
実
証
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
以
上
の
よ
う
に
各
地
の
大
名
を
各
藩
主
の
立
場
の
ま
ま
全
国
支
配
の
た
め
に
動
員
し
て
い

く
原
則
が
成
立
し
て
い
く
な
か
で
、
上
方
以
外
の
地
域
の
譜
代
大
名
も
所
司
代
・
城
代
・
定
番
就
任
の
た
び
に
上
方
に
転
封
し
て
く
る
必
要
は

な
く
な
り
、
各
地
で
一
斉
に
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
上
方
内
部
で
は
、
以
降
役
知
覧
と
い
う
形
は
残
る
も
の
の
、

領
知
宛
行
と
役
職
就
任
が
分
離
さ
れ
、
所
司
代
・
城
代
退
任
後
も
配
置
当
初
の
目
的
を
失
っ
た
状
態
で
残
存
す
る
譜
代
大
名
は
消
滅
し
藩
と
し

て
定
着
し
て
い
く
。
そ
し
て
寛
文
期
に
形
を
整
え
た
幕
府
官
僚
制
も
、
当
該
期
の
上
方
支
配
機
構
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
の
権
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限
が
明
確
に
整
備
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
全
国
各
地
を
覆
う
形
で
そ
の
構
成
主
体
を
変
え
て
い
き
、
さ
ら
に
「
職
」
と
「
職
」
と
の
連
関
や
昇

進
ル
ー
ト
を
最
終
的
に
確
立
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
「
八
人
衆
」
に
顕
著
な
よ
う
に
、
当
該
期
以
前
の
江
戸
幕
府
に
よ
る
全
国
支
配
は
、

江
戸
と
上
方
、
さ
ら
に
は
江
戸
と
全
国
各
地
が
、
権
限
は
も
と
よ
り
構
成
主
体
そ
の
も
の
が
分
断
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
穴
を
埋
め
る

の
が
元
禄
期
以
前
に
繰
り
返
さ
れ
た
譜
代
大
名
の
転
討
で
あ
り
、
一
七
世
紀
段
階
の
幕
府
に
よ
る
金
談
支
配
の
特
質
に
規
定
さ
れ
て
、
譜
代
大

名
の
転
封
は
構
造
上
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
消
滅
は
、
幕
府
諒
恕
制
機
構
に
よ
る
全
国
支
配
の
確
立
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
本
稿
で
は
、
領
主
階
級
に
絞
っ
て
論
じ
て
き
た
が
、
権
力
と
社
会
の
関
係
を
含
め
て
当
該
期
の
変
化
の
位
置
づ
け
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
部
分
的
に
触
れ
て
き
た
が
、
当
該
期
に
爆
発
的
な
速
度
で
拡
大
し
始
め
る
行
政
需
要
に
対
し
、
繕
事
政
権
が
幕
府

財
政
と
大
名
・
旗
本
の
軍
役
で
対
応
す
る
あ
り
方
か
ら
、
領
主
側
の
負
担
を
削
減
し
つ
つ
、
新
た
に
町
人
・
百
姓
へ
と
負
担
を
求
め
て
い
く
あ

り
方
へ
と
方
向
転
換
し
、
吉
宗
政
権
が
こ
の
方
針
を
制
度
化
す
る
こ
と
で
、
本
稿
で
見
通
し
を
述
べ
た
全
国
支
配
が
最
終
的
に
確
立
す
る
か
ら

で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
自
己
の
所
領
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
と
は
関
係
が
薄
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
命
じ
ら
れ
る
軍
役
負
担
の
是
正
や
、

ま
た
こ
れ
と
連
動
し
て
開
始
さ
れ
る
宝
永
期
の
富
士
山
噴
火
に
お
け
る
復
旧
を
目
的
に
全
国
に
負
担
を
求
め
た
諸
国
高
熱
金
の
よ
う
な
あ
り
方

か
ら
指
定
河
川
・
対
象
国
を
幕
府
が
定
め
た
国
役
普
請
の
制
度
化
等
の
紆
余
曲
折
の
過
程
と
し
て
続
く
。
そ
れ
は
幕
府
が
統
一
権
力
と
し
て
そ

の
役
割
・
性
格
を
転
換
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
、
上
方
で
は
出
先
機
関
で
あ
る
京
都
・
大
坂
町
奉
行
所
が
、
幕
府
領
・
大
名

領
・
旗
本
領
・
禁
裏
御
料
・
公
家
領
・
寺
社
領
を
問
わ
ず
、
直
接
負
担
を
求
め
社
会
に
介
入
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
幕
府
と
個
別
領
主
さ
ら

に
は
権
力
と
社
会
の
間
で
、
新
た
な
矛
盾
・
問
題
を
孕
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
①
「
附
記
」
天
明
七
年
六
月
二
四
日
条
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
（
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編
㎎
幕
府
奏
者
番
と
情
報
管
理
』
（
名
著
出
版
、

　
②
淀
藩
主
は
す
で
に
天
明
元
年
に
奏
者
番
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
通
常
通
　
　
二
〇
〇
三
）
＝
二
頁
〉
、
ま
た
【
史
料
1
0
】
か
ら
免
除
の
対
象
に
な
る
の
は
寺
社

　
　
り
京
都
大
名
火
消
を
勤
め
て
い
た
。
こ
れ
は
奏
者
番
は
参
勤
交
代
す
る
役
職
で
あ
　
　
　
　
　
奉
行
以
上
の
任
命
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
淀
藩
主
稲
葉
正
謳
は
、
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天
明
元
年
四
月
二
一
日
に
奏
者
番
に
任
命
さ
れ
た
が
、
同
元
年
九
月
一
日
、
同
三

　
年
五
月
一
五
日
に
暇
が
出
さ
れ
て
お
り
（
「
柳
営
日
次
記
」
（
国
立
公
文
書
館
所

　
蔵
〉
）
、
奏
者
番
就
任
以
降
も
参
勤
交
代
を
行
い
京
都
大
名
火
消
を
勤
め
た
こ
と
が

　
確
認
で
き
る
。

③
欄
寛
政
重
修
諸
家
譜
㎞
稲
葉
正
順
。

④
「
附
記
」
天
明
八
年
四
厚
＝
日
条
。

⑥
前
掲
横
田
論
文
六
〇
一
六
二
頁
。

⑥
「
附
記
」
天
明
八
年
四
月
二
〇
日
条
。

⑦
「
幽
蘭
台
年
録
」
宝
暦
｝
二
年
六
月
～
五
日
条
、
「
附
記
」
天
明
元
年
一
二
月
～

　
一
一
日
条
。

⑧
岩
城
卓
二
「
幕
府
畿
内
・
近
国
支
配
に
お
け
る
譜
代
大
名
の
役
割
－
摂
津
国

　
尼
崎
藩
と
和
泉
国
岸
和
田
藩
を
中
心
に
一
」
（
前
掲
岩
城
著
、
初
出
は
～
九
九

　
八
年
）

⑨
　
前
掲
拙
稿
③
。
な
お
大
津
に
関
し
て
は
詩
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

⑩
前
掲
水
本
論
文
二
六
七
頁
。

⑪
拙
稿
門
淀
藩
出
動
と
石
清
水
八
幡
宮
の
領
主
権
一
火
災
時
に
お
け
る
対
応

　
1
」
（
『
京
都
府
立
大
学
文
化
遺
産
叢
書
』
四
（
京
都
府
立
大
学
文
学
部
歴
史
学

　
科
、
二
〇
＝
）
）

⑫
前
掲
村
田
論
文
、
小
倉
宗
「
江
戸
幕
府
上
方
支
配
の
原
理
と
そ
の
転
換
一
元

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
禄
四
年
奉
行
所
・
地
方
の
分
離
政
策
と
明
和
七
年
目
坂
町
奉
行
支
配
国
改
革
を
中

　
心
に
一
」
（
二
〇
〇
五
年
一
工
月
日
本
史
研
究
会
近
世
史
部
会
報
告
、
報
告
・

　
討
論
要
旨
は
『
日
本
史
研
究
蝕
五
二
五
、
二
〇
〇
六
に
掲
載
）
。
な
お
、
小
倉
氏

　
は
、
伏
見
奉
行
廃
止
と
そ
の
復
活
を
、
二
条
城
の
城
代
・
定
番
、
大
津
蔵
奉
行
廃

　
止
と
連
関
さ
せ
つ
つ
、
当
該
期
の
上
方
に
お
け
る
軍
事
・
財
政
機
能
の
再
編
の
中

　
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

⑬
　
拙
稿
①
四
一
・
四
四
頁
。

⑭
　
善
積
（
松
尾
）
美
恵
子
「
手
伝
普
請
に
つ
い
て
」
（
噸
学
業
院
大
学
文
学
部
研
究

　
年
報
』
　
一
四
、
一
九
六
七
）
、
松
尾
美
恵
子
「
富
士
山
噴
火
と
浅
問
山
噴
火
」
（
大

　
石
学
編
『
日
本
の
時
代
史
一
六
　
享
保
改
革
と
社
会
変
容
輪
）
。

⑮
『
国
史
大
辞
典
㎞
『
藩
高
大
事
典
㎞
「
吉
田
藩
」
。
『
新
居
町
史
』
一
（
新
居
町
史

　
編
さ
ん
委
員
会
、
一
九
八
九
）
五
三
四
～
五
六
〇
頁
。

⑯
【
史
料
1
1
】
が
示
す
よ
う
に
、
宝
暦
－
天
明
期
は
大
名
の
役
に
関
し
て
原
則
が

　
崩
れ
始
め
る
時
期
に
あ
た
る
。
こ
の
点
は
幕
藩
領
主
の
権
力
構
造
上
、
当
該
期
が

　
重
要
な
転
換
期
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

⑰
松
尾
晋
　
門
リ
タ
ー
ン
号
事
件
に
み
る
幕
管
制
国
家
の
沿
岸
警
備
体
制
」
（
糊
日

　
本
史
研
究
㎞
四
八
～
、
二
〇
〇
二
）
五
五
頁
。

⑱
拙
稿
①
四
五
・
四
六
頁
。
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本
稿
で
は
、
元
禄
一
享
保
期
に
上
方
支
配
に
関
わ
る
幕
府
官
僚
と
譜
代
大
名
の
両
者
の
存
在
形
態
・
役
割
・
権
限
が
最
終
的
に
分
離
し
、
老

中
・
寺
社
奉
行
・
勘
定
奉
行
ら
が
担
当
す
る
全
国
支
配
の
も
と
で
、
所
司
代
・
城
代
を
頂
点
と
す
る
幕
府
支
配
機
構
に
よ
る
上
方
支
配
が
確
立

し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
方
譜
代
大
名
は
徳
川
家
申
の
性
格
を
残
し
つ
つ
も
、
外
様
大
名
と
同
じ
軍
役
体
系
の
も
と
に
最
終
的
に
編
成

さ
れ
、
全
国
各
地
で
定
着
し
て
譜
代
藩
と
し
て
確
立
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
今
後
全
国
的
な
検
証
を
必
要
と
す
る
も
の
の
、
当
該
期
の
江



近世上方支配の再編（藤本）

戸
幕
府
は
、
法
と
機
構
を
整
え
な
が
ら
江
戸
お
よ
び
各
地
の
奉
行
・
代
官
の
役
割
・
権
限
を
制
度
化
し
て
、
国
家
的
規
模
の
政
治
的
一
体
性
を

確
立
さ
せ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
当
該
期
に
お
け
る
変
化
を
寛
文
・
延
宝
期
と
の
関
わ
り
で
ま
と
め
れ
ば
、
「
人
」
か
ら
「
職
」
へ
と
移
行
し
形
を
整
え
た
幕
府
窟
僚

制
が
、
最
終
的
に
上
方
だ
け
で
な
く
全
国
規
模
で
「
職
」
と
「
職
」
の
相
互
関
係
を
構
築
し
て
全
国
を
覆
う
官
僚
制
機
構
が
確
立
す
る
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
っ
た
。
一
方
領
主
制
に
注
目
し
て
み
れ
ば
、
寛
文
期
の
将
軍
に
よ
る
統
一
的
知
行
体
系
の
掌
握
や
藩
政
確
立
を
踏
ま
え
て
、
幕
府
官
僚
制
機

構
を
再
編
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
全
国
の
大
名
が
一
斉
に
藩
と
し
て
定
着
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
宝
暦
－
天
明
期
と
の
繋
が
り
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

え
ば
、
平
川
新
学
が
近
世
中
後
期
の
畿
内
で
展
開
し
た
国
訴
を
分
析
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
主
義
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
国

家
に
対
し
て
地
域
の
成
り
立
ち
を
主
張
す
る
幕
府
宮
僚
が
登
場
し
、
ま
た
国
家
の
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
地
域
間
矛
盾
の
調
停
・
調
整
を

行
う
統
～
権
力
と
し
て
の
幕
府
の
役
割
が
重
要
に
な
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
限
界
が
露
呈
し
始
め
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。
第
一
に
、
本
稿
で
は
当
該
期
の
変
化
を
譜
代
大

名
に
視
点
を
据
え
て
論
じ
て
き
た
が
、
行
論
中
に
も
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
全
国
の
大
名
を
含
め
て
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
六
月
に
藩
の
個
別
領
主
権
を
確
定
す
る
自
分
仕
置
令
が
出
さ
れ
、
生
類
憐
み
政
策
に
関
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
第
三
条
目
が
削
除
さ
れ
て
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
に
収
録
さ
れ
、
以
後
法
令
と
し
て
機
能
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
法
令
に
関
し
て

は
、
勿
論
五
代
将
軍
綱
吉
の
個
性
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
吉
宗
政
権
後
期
に
至
る
ま
で
の
権
力
構
造
上
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
幕
府
と
藩
、
さ
ら
に
国
家
と
地
域
の
関
係
が
連
動
し
て
大
き
な
転
換
を
遂
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
相
互
関
連
性
の
解
明
が
必

要
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
政
治
的
側
面
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
が
、
経
済
的
側
面
と
の
関
連
性
を
踏
ま
え
た
当
該
期
の
変
化
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
が
、
当
該
期
に
は
機
構
で
い
え
ば
勘
定
所
の
再
編
が
あ
り
、
政
策
で
い
え
ば
元
禄
か
ら
元
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

年
間
に
繰
り
返
さ
れ
た
貨
幣
改
鋳
が
あ
る
。
ま
た
都
市
で
は
町
共
同
体
が
変
容
す
る
と
と
も
に
、
三
井
を
は
じ
め
と
す
る
大
商
人
・
大
店
が
成
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⑤

長
し
て
対
極
に
下
層
社
会
が
広
範
に
展
開
し
、
さ
ら
に
農
村
で
は
地
主
や
豪
農
が
成
長
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
江
戸
を
中
心
に
し
て
権
力
と

資
本
が
相
互
補
完
関
係
を
な
し
な
が
ら
列
島
社
会
を
覆
い
始
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
日
本
史
全
体
を
射
程
に
収
め
た
当
該
期
の
歴
史
的
評
価

が
必
要
な
段
階
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

①
藤
井
寺
治
「
家
綱
政
権
論
」
（
同
『
幕
藩
領
主
の
権
力
構
造
』
（
岩
波
書
店
、
二

　
〇
〇
二
）
、
初
繊
は
一
九
八
○
）
。

②
平
川
新
「
地
域
憲
義
と
国
家
－
国
訴
と
幕
府
の
対
応
1
」
（
同
『
紛
争
と

　
世
論
一
近
世
民
衆
の
政
治
参
加
一
㎞
ハ
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
）
）
、

　
同
「
交
差
す
る
地
域
社
会
と
権
カ
ー
江
戸
幕
府
の
経
済
政
策
と
地
域
編
赫

　
1
」
（
魍
歴
史
評
計
郵
咽
㎞
詣
ハ
三
五
、
二
〇
〇
　
二
）
。

③
平
松
義
郎
「
旗
本
の
刑
罰
権
」
（
『
法
制
史
研
究
晦
九
、
一
九
五
九
）
、
塚
本
学

　
「
幕
藩
関
係
か
ら
み
た
生
類
憐
み
政
策
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
㎞
昭

　
和
五
四
年
度
、
一
九
八
○
）
、
藤
井
譲
治
門
元
禄
宝
永
期
の
幕
令
一
「
仰
出
之

　
留
扁
を
素
材
に
！
」
（
前
掲
藤
井
著
、
初
出
は
一
九
七
六
）
二
二
ニ
ー
二
二
五

　
頁
。

④
　
前
掲
大
石
慎
三
郎
著
等
参
照
。

⑤
佐
々
木
潤
之
介
『
幕
宋
社
会
論
1
「
世
直
し
状
況
」
研
究
序
論
1
』
（
塙

　
書
房
、
一
九
六
九
）
、
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
噸
近
世
の
社
会
的
権
カ
ー
権

　
威
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
i
㎞
（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
）
、
吉
田
伸
之
目
近
泄
都
市

　
社
会
の
身
分
構
造
㎏
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
）
等
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
府
立
大
学
講
師
）

36　（576）

辱



Reorganization　of　the　Early－Modern　Rule

　　　　　　　　of　the　Kamigata　Region

by

FUJIMOTO　Hitofumi

　　This　article　clarifies　the　re・organization　of　the　ru｝e　by　the　Edo　Shogunate

of　the　Kamigata　region　in　the　period　of　the　late　17th　through　early　18th

century．　Major　characteristics　of　this　period　are　a　sudden　decrease　of　abr即t

re－assignments　of　lords℃o　new　domains　in　the　Kamigata　region　and　the　sta－

bil圭zation　of　fudai　daimy∂（feudal　lords　whose　forebears　had　been　allies　of

the　Tokugawa），　who　had　been　repeatedly　transferred，　throughout　the　nat三〇n，

In　this　article　I　focus　on　linked　occurrence　of　those　two　changes　in　an

attempt　to　elucidate宅heir　relationship　to　re－organiza宅ion　of　rule　on　a　natio且一

wlde　basis．

　　The　form，　role，　and　authority　of　the　Kyoto　maglstrates　who　were

Shogunate　bureaucrats　andプhrdai吻∫〃zy6　had　not　yet　been　d圭stinguished　in

the　I（amiga重a　of　the　17th　century，　and　governance　in　Kamigata　deve至oped　on

the　basis　of　consttltation　betwee職the　two　gro穫ps．　From　the　late　17th　through

the　early　18th　century，　the　two　sides　were慧ltimately　distinguished，　and　the

プtZdai　dainzyo　were圭ncorporated　into　the　mi玉ltary　system　headed　by　the

shogun　in　the　same　manner　as　the’69σ勉σ4々翻y6（descendants　of　the　lords
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ
who　had　opposed　the　Tokugawa），　and　the　Kyoto　maglstrate　and　the　Osakajδ一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ
dai（proxy　magistrate　at　Osaka　Castle），　the　organs　of　Shogunate　rule，　came

to　govern　the　K：amigata　region　with　a　certain　degree　of　innovation“簸der　the

system　of　national　rule　led　by　7の●fi（literal玉y“elders”）．
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